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(57)【要約】
【課題】ユーザが手軽に黄体機能の評価を得られる装置
を提供すること。
【解決手段】基礎体温測定値の情報を含む基礎体温デー
タを取得する体温取得部（３１０、３９０）と、月経開
始日、および、月経開始日に対応する月経最終日の情報
を取得する月経周期取得部（３１０、３９０）と、基礎
体温測定値に基づいて、黄体の機能を評価する評価部（
３１０）と、評価部による黄体機能評価の結果を出力す
る出力部（３１０、３９０、３４０）と、を有する黄体
機能評価装置。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　或る被験者についての複数日にわたる基礎体温測定値の情報を含む基礎体温データを取
得する体温取得部と、
　前記複数日中に含まれる月経開始日、および、前記月経開始日に対応する月経最終日の
情報を取得する月経周期取得部と、
　前記月経開始日から前記月経最終日までの期間中の相異なる日に測定された複数の基礎
体温測定値に基づいて、黄体の機能を評価する評価部と、
　前記評価部による黄体機能評価の結果を出力する出力部と、を有する黄体機能評価装置
。
【請求項２】
　前記評価部は、前記黄体機能を、少なくとも、正常、および、不全を含む複数の評価段
階で評価する、請求項１に記載の黄体機能評価装置。
【請求項３】
　前記評価部は、前記黄体機能を不全であると評価した場合、さらに、前記複数の基礎体
温測定値に基づいて、排卵の有無を推定し、さらに、不全とした前記評価を、少なくとも
、排卵有り、および、排卵無し、を含む複数の階級に振り分ける、請求項２に記載の黄体
機能評価装置。
【請求項４】
　前記評価部は、前記月経開始日および前記月経最終日の情報にもとづいて前記月経開始
日から開始する今回の月経の周期を導出し、前記複数の基礎体温測定値にもとづいて基礎
体温曲線が高温相と低温相とを含む２相性であるか否かを表す相性を導出し、前記今回の
月経の周期の日数と、前記基礎体温曲線の相性と、に基づいて、黄体の機能を評価する、
請求項３に記載の黄体機能評価装置。
【請求項５】
　前記評価部は、前記複数の基礎体温測定値にもとづいて前記今回の月経の周期における
高温相の日数を導出し、前記今回の月経の周期の日数と、前記基礎体温曲線の相性と、前
記高温相の日数と、に基づいて、黄体の機能を評価する、請求項４に記載の黄体機能評価
装置。
【請求項６】
　前記評価部は、前記複数の基礎体温測定値にもとづいて高温相上昇完了日および高温相
下降開始日を導出し、前記今回の月経の周期の日数と、前記基礎体温曲線の相性と、前記
高温相の日数と、前記高温相上昇完了日と、前記高温相下降開始日と、に基づいて、黄体
の機能を評価する、請求項５に記載の黄体機能評価装置。
【請求項７】
　前記評価部は、前記複数の基礎体温測定値にもとづいて、低温相において予め定めた温
度よりも高い基礎体温測定値が連続する日数である高温十分連続日数、低温相における基
礎体温測定値の変動の程度を示す指標である低温相不安定度、および、高温相における基
礎体温測定値の安定度を示す指標である高温相安定度を導出し、前記今回の月経の周期の
日数と、前記基礎体温曲線の相性と、前記高温相の日数と、前記高温相上昇完了日と、前
記高温相下降開始日と、前記高温十分連続日数と、前記低温相不安定度と、前記高温相安
定度と、に基づいて、黄体の機能を評価する、請求項６に記載の黄体機能評価装置。
【請求項８】
　前記評価部は、前記複数の基礎体温測定値にもとづいて、前記月経開始日から予め定め
た第１の日数だけ経過した日から低温相の最終日までにおける基礎体温測定値のうちで最
も高い温度である低温相水準上限値と、前記月経開始日から前記第１の日数だけ経過した
日から低温相の最終日までにおける基礎体温測定値のうちで最も低い温度である低温相水
準下限値と、前記低温相水準上限値および前記低温相水準下限値の平均値である低温相水
準値と、高温相における基礎体温測定値の平均値である高温相水準値と、高温相において
前日の基礎体温測定値からの下降量が最も大きい日の基礎体温測定値である上昇後最大下
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降日温度と、を導出し、前記今回の月経の周期の日数と、前記基礎体温曲線の相性と、前
記高温相の日数と、前記高温相上昇完了日と、前記高温相下降開始日と、前記高温十分連
続日数と、前記低温相不安定度と、前記高温相安定度と、前記低温相水準上限値と、前記
低温相水準下限値と、前記低温相水準値と、前記高温相水準値と、前記上昇後最大下降日
温度と、に基づいて、黄体の機能を評価する、請求項７に記載の黄体機能評価装置。
【請求項９】
　前記評価部は、前記月経開始日および前記月経最終日の情報にもとづいて前記月経開始
日から開始する今回の月経の周期を導出し、当該周期の日数にもとづいて、前記今回の月
経を、少なくとも、頻発月経、続発性無月経、および、稀発月経を含む複数の階級に振り
分ける、請求項１に記載の黄体機能評価装置。
【請求項１０】
　前記月経周期取得部は、さらに、前記月経開始日の前日を最終日とする前回の月経の周
期の日数を取得し、
　前記評価部は、前記前回の月経の周期の日数と、前記今回の月経の周期とを比較するこ
とにより、前記月経の周期が不正月経周期であるかどうかについて評価する、請求項９に
記載の黄体機能評価装置。
【請求項１１】
　前記評価部は、前記複数の基礎体温測定値に基づいて、前記今回の月経の周期を、少な
くとも、低温相の期間、および、高温相の期間、を含む複数の期間に区分けし、当該区分
けの結果と、前記今回の月経の周期と、にもとづいて、卵胞期の長短について評価する、
請求項９に記載の黄体機能評価装置。
【請求項１２】
　さらに、
　外部の体温計が検出した体温を前記基礎体温測定値として当該外部の体温計から受信し
、前記体温取得部へ出力する通信部と、
　前記出力部が出力した前記黄体機能評価の結果を受けて、当該結果をユーザへ通知する
通知部と、を有する、請求項１に記載の黄体機能評価装置。
【請求項１３】
　さらに、
　体温を検出するセンサ部と、
　前記出力部が出力した前記黄体機能評価の結果を受けて、当該結果をユーザへ通知する
通知部と、を有し、
　前記体温取得部は、前記センサ部が検出した体温を前記基礎体温測定値として取得する
、請求項１に記載の黄体機能評価装置。
【請求項１４】
　体温を検出するセンサ部と、前記センサ部が検出した体温を基礎体温測定値として外部
へ送出可能な第１の通信部と、を備える体温計と、
　前記第１の通信部が出力した前記基礎体温測定値を受信する第２の通信部と、受信した
基礎体温測定値をネットワークへ送出し、前記ネットワークから黄体機能評価の結果を受
信する第１のネットワーク通信部と、前記黄体機能評価の結果をユーザへ通知する通知部
と、を備える端末装置と、
　或る被験者についての複数日にわたる前記基礎体温測定値の情報を含む基礎体温データ
を取得する体温取得部と、前記複数日中に含まれる月経開始日、および、前記月経開始日
に対応する月経最終日の情報を取得する月経周期取得部と、前記月経開始日から前記月経
最終日までの期間中の相異なる日に測定された複数の基礎体温測定値に基づいて、黄体の
機能を評価する評価部と、前記評価部による黄体機能評価の結果を出力する出力部と、前
記ネットワークを介して前記基礎体温測定値を受信し、前記出力部が出力する黄体機能評
価の結果を前記ネットワークへ送出する第２のネットワーク通信部と、を備える黄体機能
評価装置と、を有する黄体機能評価システム。
【請求項１５】
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　前記端末装置は、さらに、ユーザによる入力を受け取る操作部を備え、ユーザが入力し
た前記月経開始日および前記月経最終日の情報を、前記第１のネットワーク通信部から前
記ネットワークへ送出し、
　前記黄体機能評価装置の月経周期取得部は、前記端末装置が送出した前記月経開始日お
よび前記月経最終日の情報を、前記第２のネットワーク通信部を介して前記ネットワーク
から取得する、請求項１４に記載の黄体機能評価システム。
【請求項１６】
　前記端末装置は、さらに、画像を生成可能な描画部と、画像を表示可能な表示部と、を
備え、前記描画部は、前記黄体機能評価の結果にもとづいて基礎体温曲線の模式図の画像
を生成し、前記表示部に前記模式図を表示させる、請求項１４に記載の黄体機能評価シス
テム。
【請求項１７】
　黄体機能評価装置がする黄体機能評価の方法であって、
　或る被験者についての複数日にわたる基礎体温測定値の情報を含む基礎体温データを取
得する体温取得ステップと、
　前記複数日中に含まれる月経開始日、および、前記月経開始日に対応する月経最終日の
情報を取得する月経周期取得ステップと、
　前記月経開始日から前記月経最終日までの期間中の相異なる日に測定された複数の基礎
体温測定値に基づいて、黄体の機能を評価する評価ステップと、
　前記評価ステップによる黄体機能評価の結果を出力する出力ステップと、を有する黄体
機能評価方法。
【請求項１８】
　黄体機能評価装置のコンピュータが実行可能なコンピュータ・プログラムであって、
　前記コンピュータに、
　或る被験者についての複数日にわたる基礎体温測定値の情報を含む基礎体温データを取
得する体温取得ステップと、
　前記複数日中に含まれる月経開始日、および、前記月経開始日に対応する月経最終日の
情報を取得する月経周期取得ステップと、
　前記月経開始日から前記月経最終日までの期間中の相異なる日に測定された複数の基礎
体温測定値に基づいて、黄体の機能を評価する評価ステップと、
　前記評価ステップによる黄体機能評価の結果を出力する出力ステップと、を実行させる
黄体機能評価プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、黄体の機能を評価する装置に関し、より詳しくは、基礎体温に基づいて黄
体の機能を評価する装置に関する。
【０００２】
　また、この発明は、基礎体温に基づいて黄体の機能を評価する方法をコンピュータに実
行させるためのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　従来、女性の基礎体温に関連したサービスとして、排卵日や月経日の予測を行うサービ
スが実施されている。この種の技術としては、例えば、特許文献１（特開２００８－２６
４３５２号公報）に示すように、複数日にわたる体温の検出データに基づいて月経周期に
おける体温の二相性を推定するものがある。
【０００４】
　また、特許文献２（特表２０１０－５０２３３８号公報）に示すように、雌の哺乳類か
ら複数の温度を読み取り、複数の温度のうちの最大値でも最小値でもない代表的な温度値
を取得し、当該代表的な温度値を分析し、雌の哺乳類の受精に関する情報を提供するもの
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がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－２６４３５２号公報
【特許文献２】特表２０１０－５０２３３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上記従来技術においては、黄体機能の評価に関連した情報は提供されな
い。したがって、ユーザが黄体機能についての知見を求める場合には、医師に診断を依頼
する必要があった。そのため、手軽に黄体機能の評価を得られる技術が求められていた。
【０００７】
　そこで、この発明の課題は、ユーザが、黄体機能についての知見を手軽に取得すること
ができる装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、この発明の一実施形態である黄体機能評価装置は、
　或る被験者についての複数日にわたる基礎体温測定値の情報を含む基礎体温データを取
得する体温取得部と、
　複数日中に含まれる月経開始日、および、月経開始日に対応する月経最終日の情報を取
得する月経周期取得部と、
　月経開始日から月経最終日までの期間中の相異なる日に測定された複数の基礎体温測定
値に基づいて、黄体の機能を評価する評価部と、
　評価部による黄体機能評価の結果を出力する出力部と、を有することを特徴とする。
【０００９】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価装置は、被験者についての複数日にわたる基
礎体温測定値に基づいて、装置が黄体の機能を評価し、評価の結果を出力する。これによ
り、被験者に黄体機能の評価結果が提示される。そのため、ユーザは、黄体機能について
の知見を手軽に取得することができる。
【００１０】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、評価部が、黄体機能を少なくとも正常、
および、不全を含む複数の評価段階で評価してもよいことを特徴とする。
【００１１】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価装置は、被験者の黄体機能が、正常であるか
、正常でない（不全）か、を評価することができる。そのため、ユーザは、黄体機能が正
常であるか、否か、についての知見を手軽に取得することができる。
【００１２】
　なお、本明細書においては、黄体機能が不全である、とは、排卵の有無にかかわらず、
黄体機能が正常であると評価されない状態を全て含む。
【００１３】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、評価部が、黄体機能を不全であると評価
した場合、さらに、複数の基礎体温測定値に基づいて、排卵の有無を推定し、さらに、不
全とした評価を、少なくとも、排卵有り、および、排卵無し、を含む複数の階級に振り分
けてもよいことを特徴とする。
【００１４】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価装置は、被験者の黄体機能が不全であると評
価した場合、排卵の有無を推定し、推定の結果を黄体機能の評価に反映させることができ
る。そのため、ユーザは、排卵が有ったか、否か、についての知見を手軽に取得すること
ができる。
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【００１５】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、評価部が、月経開始日および月経最終日
の情報にもとづいて月経開始日から開始する今回の月経の周期を導出し、複数の基礎体温
測定値にもとづいて基礎体温曲線が高温相と低温相とを含む２相性であるか否かを表す相
性を導出し、今回の月経の周期の日数と、基礎体温曲線の相性と、に基づいて、黄体の機
能を評価してもよいことを特徴とする。
【００１６】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、評価部が、複数の基礎体温測定値にもと
づいて今回の月経の周期における高温相の日数を導出し、今回の月経の周期の日数と、基
礎体温曲線の相性と、高温相の日数と、に基づいて、黄体の機能を評価してもよいことを
特徴とする。
【００１７】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、評価部が、複数の基礎体温測定値にもと
づいて高温相上昇完了日および高温相下降開始日を導出し、今回の月経の周期の日数と、
基礎体温曲線の相性と、高温相の日数と、高温相上昇完了日と、高温相下降開始日と、に
基づいて、黄体の機能を評価してもよいことを特徴とする。
【００１８】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、評価部が、複数の基礎体温測定値にもと
づいて、低温相において予め定めた温度よりも高い基礎体温測定値が連続する日数である
高温十分連続日数、低温相における基礎体温測定値の変動の程度を示す指標である低温相
不安定度、および、高温相における基礎体温測定値の安定度を示す指標である高温相安定
度を導出し、今回の月経の周期の日数と、基礎体温曲線の相性と、高温相の日数と、高温
相上昇完了日と、高温相下降開始日と、高温十分連続日数と、低温相不安定度と、高温相
安定度と、に基づいて、黄体の機能を評価してもよいことを特徴とする。
【００１９】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、評価部が、複数の基礎体温測定値にもと
づいて、月経開始日から予め定めた第１の日数だけ経過した日から低温相の最終日までに
おける基礎体温測定値のうちで最も高い温度である低温相水準上限値と、月経開始日から
第１の日数だけ経過した日から低温相の最終日までにおける基礎体温測定値のうちで最も
低い温度である低温相水準下限値と、低温相水準上限値および低温相水準下限値の平均値
である低温相水準値と、高温相における基礎体温測定値の平均値である高温相水準値と、
高温相において前日の基礎体温測定値からの下降量が最も大きい日の基礎体温測定値であ
る上昇後最大下降日温度と、を導出し、今回の月経の周期の日数と、基礎体温曲線の相性
と、高温相の日数と、高温相上昇完了日と、高温相下降開始日と、高温十分連続日数と、
低温相不安定度と、高温相安定度と、低温相水準上限値と、低温相水準下限値と、低温相
水準値と、高温相水準値と、上昇後最大下降日温度と、に基づいて、黄体の機能を評価し
てもよいことを特徴とする。
【００２０】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、評価部が、月経開始日および月経最終日
の情報にもとづいて月経開始日から開始する今回の月経の周期を導出し、当該周期の日数
にもとづいて、今回の月経を、少なくとも、頻発月経、続発性無月経、および、稀発月経
を含む複数の階級に振り分けもよいことを特徴とする。
【００２１】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価装置は、黄体機能の評価に加え、さらに月経
についての評価を決定することができる。そのため、ユーザは、月経が、頻発月経、続発
性無月経、または、稀発月経であるか、否か、についての知見を手軽に取得することがで
きる。
【００２２】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、月経周期取得部が、さらに、月経開始日
の前日を最終日とする前回の月経の周期の日数を取得してもよく、さらに、評価部は、前
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回の月経の周期の日数と、今回の月経の周期とを比較することにより、月経の周期が不正
月経周期であるかどうかについて評価してもよいことを特徴とする。
【００２３】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価装置は、黄体機能の評価に加え、さらに月経
の周期についての評価を決定することができる。そのため、ユーザは、月経の周期が、不
正月経周期であるか、否か、についての知見を手軽に取得することができる。
【００２４】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、評価部が、複数の基礎体温測定値に基づ
いて、今回の月経の周期を、少なくとも、低温相の期間、および、高温相の期間、を含む
複数の期間に区分けし、当該区分けの結果と、今回の月経の周期と、にもとづいて、卵胞
期の長短について評価してもよいことを特徴とする。
【００２５】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価装置は、黄体機能の評価に加え、さらに卵胞
期の長短についての評価を決定することができる。そのため、ユーザは、卵胞期が長いか
短いか、についての知見を手軽に取得することができる。
【００２６】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、さらに、外部の体温計が検出した体温を
基礎体温測定値として当該外部の体温計から受信し、体温取得部へ出力する通信部と、出
力部が出力した黄体機能評価の結果を受けて、当該結果をユーザへ通知する通知部と、を
有する、ことを特徴とする。
【００２７】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価装置は、外部の体温計が検出した体温を基礎
体温測定値として当該外部の体温計から受信して、黄体機能を評価することができる。そ
のため、ユーザは、より手軽に黄体機能についての知見を手軽に取得することができる。
【００２８】
　この発明の一実施形態の黄体機能評価装置は、さらに、体温を検出するセンサ部と、出
力部が出力した前記黄体機能評価の結果を受けて、当該結果をユーザへ通知する通知部と
、を有し、体温取得部は、センサ部が検出した体温を前記基礎体温測定値として取得する
ことを特徴とする。
【００２９】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価装置は、自機のセンサ部が体温を検出し、当
該体温を基礎体温測定値として取得し、黄体機能を評価することができる。そのため、ユ
ーザは、よりさらに手軽に黄体機能についての知見を手軽に取得することができる。
【００３０】
　この発明の別の一実施形態である黄体機能評価システムは、
　体温を検出するセンサ部と、センサ部が検出した体温を基礎体温測定値として外部へ送
出可能な第１の通信部と、を備える体温計と、
　第１の通信部が出力した基礎体温測定値を受信する第２の通信部と、受信した基礎体温
測定値をネットワークへ送出し、ネットワークから黄体機能評価の結果を受信する第１の
ネットワーク通信部と、黄体機能評価の結果をユーザへ通知する通知部と、を備える端末
装置と、
　或る被験者についての複数日にわたる基礎体温測定値の情報を含む基礎体温データを取
得する体温取得部と、複数日中に含まれる月経開始日、および、月経開始日に対応する月
経最終日の情報を取得する月経周期取得部と、月経開始日から月経最終日までの期間中の
相異なる日に測定された複数の基礎体温測定値に基づいて、黄体の機能を評価する評価部
と、評価部による黄体機能評価の結果を出力する出力部と、ネットワークを介して基礎体
温測定値を受信し、出力部が出力する黄体機能評価の結果をネットワークへ送出する第２
のネットワーク通信部と、を備える黄体機能評価装置と、
を有する黄体機能評価システムであることを特徴とする。
【００３１】
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　この発明の一実施形態である黄体機能評価システムは、被験者についての複数日にわた
る基礎体温測定値に基づいて、装置が黄体の機能を評価し、評価の結果を出力する。これ
により、被験者に黄体機能の評価結果が提示される。そのため、ユーザは、黄体機能につ
いての知見を手軽に取得することができる。
【００３２】
　一実施形態の黄体機能評価システムでは、端末装置が、さらに、ユーザによる入力を受
け取る操作部を備え、ユーザが入力した月経開始日および月経最終日の情報を、第１のネ
ットワーク通信部からネットワークへ送出してもよく、黄体機能評価装置の月経周期取得
部は、端末装置が送出した月経開始日および月経最終日の情報を、第２のネットワーク通
信部を介してネットワークから取得してもよいことを特徴とする。
【００３３】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価システムでは、ユーザが端末装置を操作して
月経開始日および月経最終日の情報を入力することができ、当該情報がネットワークを介
して黄体機能評価装置へ送られる。そのため、ユーザは、簡便に月経開始日および月経最
終日の情報を入力することができ、そのようにして入力された情報にもとづいて、黄体機
能評価装置が黄体機能を評価することができるので、黄体機能の評価の精度が向上する。
【００３４】
　一実施形態の黄体機能評価システムでは、端末装置が、さらに、画像を生成可能な描画
部と、画像を表示可能な表示部と、を備えてもよく、描画部は、黄体機能評価の結果にも
とづいて基礎体温曲線の模式図の画像を生成し、表示部に模式図を表示させてよいことを
特徴とする。
【００３５】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価システムでは、端末装置の表示部に、基礎体
温曲線の模式図が表示される。そのため、ユーザは、基礎体温曲線の特徴を直観的に理解
することができ、医師の診察を受けるなどといった適切な行動をとることが容易になる。
【００３６】
　この発明のさらに別の一実施形態である黄体機能評価方法は、
　或る被験者についての複数日にわたる基礎体温測定値の情報を含む基礎体温データを取
得する体温取得ステップと、
　複数日中に含まれる月経開始日、および、月経開始日に対応する月経最終日の情報を取
得する月経周期取得ステップと、
　月経開始日から月経最終日までの期間中の相異なる日に測定された複数の基礎体温測定
値に基づいて、黄体の機能を評価する評価ステップと、
　評価ステップによる黄体機能評価の結果を出力する出力ステップと、
を有する黄体機能評価方法であることを特徴とする。
【００３７】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価方法は、被験者についての複数日にわたる基
礎体温測定値に基づいて、装置が黄体の機能を評価し、評価の結果を出力する。これによ
り、被験者に黄体機能の評価結果が提示される。そのため、ユーザは、黄体機能について
の知見を手軽に取得することができる。
【００３８】
　この発明のさらに別の一実施形態である黄体機能評価プログラムは、
　コンピュータに、
　或る被験者についての複数日にわたる基礎体温測定値の情報を含む基礎体温データを取
得する体温取得ステップと、
　複数日中に含まれる月経開始日、および、月経開始日に対応する月経最終日の情報を取
得する月経周期取得ステップと、
　月経開始日から月経最終日までの期間中の相異なる日に測定された複数の基礎体温測定
値に基づいて、黄体の機能を評価する評価ステップと、
　評価ステップによる黄体機能評価の結果を出力する出力ステップと、
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を実行させる黄体機能評価プログラムであることを特徴とする。
【００３９】
　この発明の一実施形態である黄体機能評価プログラムは、被験者についての複数日にわ
たる基礎体温測定値に基づいて、装置が黄体の機能を評価し、評価の結果を出力する。こ
れにより、被験者に黄体機能の評価結果が提示される。そのため、ユーザは、黄体機能に
ついての知見を手軽に取得することができる。
【発明の効果】
【００４０】
　以上より明らかなように、この発明の装置によれば、基礎体温測定値に基づいて、装置
が黄体の機能を評価し、評価の結果を出力する。そのため、ユーザは、黄体機能について
の知見を手軽に取得することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】この発明の一実施形態の黄体機能評価システムの構成を示すブロック図である。
【図２】上記システムに含まれるスマートフォンの構成を示すブロック図である。
【図３】上記システムに含まれるサーバの構成を示すブロック図である。
【図４】上記システムに含まれる体温計の構成を示すブロック図である。
【図５】上記システムに含まれるスマートフォンにおいて表示される黄体機能評価の結果
の例を示す図である。
【図６】上記システムに含まれるスマートフォンにおいて表示される黄体機能評価の結果
の別例を示す図である。を示す図である。
【図７】上記システムに含まれるサーバの概略的な動作フローを示す図である。
【図８Ａ】上記概略的動作フローに含まれる評価指標導出にかかる動作のフローの一部を
示す図である。
【図８Ｂ】上記評価指標導出にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【図８Ｃ】上記評価指標導出にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【図８Ｄ】上記評価指標導出にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【図９Ａ】上記概略的動作フローに含まれる黄体機能評価にかかる動作のフローの一部を
示す図である。
【図９Ｂ】上記黄体機能評価にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【図９Ｃ】上記黄体機能評価にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【図９Ｄ】上記黄体機能評価にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【図９Ｅ】上記黄体機能評価にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【図９Ｆ】上記黄体機能評価にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【図９Ｇ】上記黄体機能評価にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【図１０Ａ】上記概略的動作フローに含まれる黄体機能以外の評価にかかる動作のフロー
の一部を示す図である。
【図１０Ｂ】上記黄体機能以外の評価にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【図１１Ａ】上記システムに含まれるスマートフォンがする模式図描画にかかる動作フロ
ーの一部を示す図である。
【図１１Ｂ】上記模式図描画にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【図１１Ｃ】上記模式図描画にかかる動作のフローの一部を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　以下、この発明の実施の形態を、図面を参照しながら詳細に説明する。
【００４３】
　１．システム構成
　図１は、この発明の一態様である黄体機能評価装置をネットワーク上のサーバ３００と
して構成し、一実施形態の黄体機能評価システム（全体を符号１００で示す。）を構成し
た例を示す図である。このシステム１００は、携帯端末としてのスマートフォン２００と
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、黄体機能評価装置として動作するサーバ３００と、体温計４００とを含む。スマートフ
ォン２００と体温計４００とは、ＮＦＣ（Near Field Communication；近距離無線通信）
によって互いに通信可能である。スマートフォン２００とサーバ３００とは、ネットワー
ク９００を介して互いに通信可能である。
【００４４】
　図２に示すように、スマートフォン２００は、本体２００Ｍと、この本体２００Ｍに搭
載された、制御部２１０と、メモリ２２０と、操作部２３０と、表示部２４０と、ＮＦＣ
通信部２８０と、ネットワーク通信部２９０とを含む。このスマートフォン２００は、市
販のスマートフォンに、後述の処理を行わせるようにアプリケーションソフトウェア（コ
ンピュータ・プログラム）をインストールしたものである。
【００４５】
　制御部２１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit；中央演算処理装置）およびその
補助回路を含み、スマートフォン２００の各部を制御し、メモリ２２０に記憶されたプロ
グラムおよびデータに従って後述の処理を実行する。すなわち、操作部２３０、および、
ＮＦＣ通信部２８０、ネットワーク通信部２９０から入力されたデータを処理し、処理し
たデータを、メモリ２２０に記憶させたり、表示部２４０で表示させたり、ＮＦＣ通信部
２８０、ネットワーク通信部２９０から出力させたりする。
【００４６】
　メモリ２２０は、制御部２１０でプログラムを実行するために必要な作業領域として用
いられるＲＡＭ（Random Access Memory）と、制御部２１０で実行するための基本的なプ
ログラムを記憶するためのＲＯＭ（Read Only Memory）とを含む。また、メモリ２２０の
記憶領域を補助するための補助記憶装置の記憶媒体として、半導体メモリ（メモリカード
、ＳＳＤ（Solid State Drive））などが用いられてもよい。
【００４７】
　操作部２３０は、この例では、表示部２４０上に設けられたタッチパネルからなってい
る。なお、キーボードその他のハードウェア操作デバイスを含んでいてもよい。
【００４８】
　表示部２４０は、表示画面（例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）またはＥＬ（
Electroluminescence）ディスプレイなど）を含む。表示部２４０は、制御部２１０によ
って制御されて、所定の画像を表示画面に表示させる。
【００４９】
　ＮＦＣ通信部２８０は、このスマートフォン２００に体温計４００が接近したとき、体
温計４００と近距離無線通信を行って、体温計４００から体温（基礎体温測定値）および
測定日時の情報を含んだデータを受信する。
【００５０】
　ネットワーク通信部２９０は、制御部２１０からの情報を、ネットワーク９００を介し
て他の装置（この例ではサーバ３００）へ送信するとともに、他の装置からネットワーク
９００を介して送信されてきた情報を受信して制御部２１０に受け渡す。
【００５１】
　図３に示すように、サーバ３００は、制御部３１０と、記憶部３２０と、操作部３３０
と、表示部３４０と、ネットワーク通信部３９０とを含む。このサーバ３００は、汎用の
コンピュータ装置に、後述の処理を行わせるようにコンピュータ・プログラム（ソフトウ
ェア）をインストールしたものである。
【００５２】
　制御部３１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）およびその補助回路を含み、サ
ーバ３００の各部を制御し、記憶部３２０に記憶されたプログラムおよびデータに従って
所定の処理を実行し、操作部３３０、および、通信部３９０から入力されたデータを処理
し、処理したデータを、記憶部３２０に記憶させたり、表示部３４０で表示させたり、通
信部３９０から出力させたりする。
【００５３】
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　記憶部３２０は、制御部３１０でプログラムを実行するために必要な作業領域として用
いられるＲＡＭ（Random Access Memory）と、制御部３１０で実行するための基本的なプ
ログラムを記憶するためのＲＯＭ（Read Only Memory）とを含む。記憶部３２０には、ユ
ーザから送られてきた基礎体温データを含むデータベース３２１が設けられている。また
、記憶部３２０の記憶領域を補助するための補助記憶装置の記憶媒体として、磁気ディス
ク（ＨＤ（Hard Disk）、ＦＤ（Flexible Disk））、光ディスク（ＣＤ（Compact Disc）
、ＤＶＤ（Digital Versatile Disc）、ＢＤ（Blu-ray Disc））、光磁気ディスク（ＭＯ
（Magneto-Optical disk））、または、半導体メモリ（メモリカード、ＳＳＤ（Solid St
ate Drive））などが用いられてもよい。
【００５４】
　操作部３３０は、この例では、キーボードおよびマウスで構成され、ユーザ（サーバ管
理者、被験者であるユーザなど）による操作を示す操作信号を制御部３１０に入力する。
また、操作部３３０は、キーボードおよびマウスに替えて、または、加えて、タッチパネ
ルなどの他の操作デバイスで構成されるようにしてもよい。
【００５５】
　表示部３４０は、表示画面（例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）またはＥＬ（
Electroluminescence）ディスプレイなど）を含む。表示部３４０は、制御部３１０によ
って制御されて、所定の画像をディスプレイに表示させる。
【００５６】
　ネットワーク通信部３９０は、制御部３１０からの情報を、ネットワーク９００を介し
て他の装置（この例ではスマートフォン２００）へ送信するとともに、他の装置からネッ
トワーク９００を介して送信されてきた情報を受信して制御部３１０に受け渡す。
【００５７】
　図４に示すように、体温計４００は、この例では市販の婦人用電子体温計（オムロン製
ＭＣ－６４２Ｌ）であり、ケーシング４００Ｍと、このケーシング４００Ｍに搭載された
、制御部４１０と、メモリ４２０と、センサ部４３０と、表示部４４０と、ＮＦＣ通信部
４９０とを含む。
【００５８】
　センサ部４３０は、温度センサを含み、婦人の体温（例えば、基礎体温）を測定して取
得する。
【００５９】
　メモリ４２０は、体温計４００を制御するためのプログラムのデータ、体温計４００の
各種機能を設定するための設定データ、体温測定結果のデータなどを記憶する。この例で
は、メモリ４２０は、複数日分（例えば、最大４０日分）の基礎体温データとそれに対応
する測定日時とを記憶することができる。また、メモリ４２０は、プログラムが実行され
るときのワークメモリなどとして用いられる。
【００６０】
　制御部４１０は、ＣＰＵ（Central Processing Unit）を含み、メモリ４２０に記憶さ
れた体温計４００を制御するためのプログラムに従って、センサ部４３０からの検知信号
に基づいて、メモリ４２０、表示部４４０、および、ＲＦＩＤ通信部４９０を制御する。
【００６１】
　表示部４４０は、この例ではＬＣＤ（液晶表示素子）からなる表示画面を含み、この表
示画面に制御部４１０から受けた信号に従って所定の情報を表示する。
【００６２】
　ＮＦＣ通信部４９０は、この体温計４００がスマートフォン２００に接近したとき、ス
マートフォン２００と近距離無線通信を行って、スマートフォン２００へ基礎体温測定値
および測定日時を表すデータを送信する。
【００６３】
　２．システム動作フロー
　このシステム１００は、次のように用いられる。
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【００６４】
　ｉ）　ユーザ（被験者）が、体温計４００を用いて、例えば月経の一周期内の複数日に
ついて日ごとに基礎体温を測定する。この例では、基礎体温測定値のデータは、その基礎
体温を測定したときの測定日時とともに、体温計４００のメモリ４２０に記憶される。
【００６５】
　ユーザが、体温計４００をスマートフォン２００に接近させると、その度に、体温計４
００のＮＦＣ通信部４９０（第１の通信部）と、スマートフォン２００のＮＦＣ通信部２
８０（第２の通信部）とが通信を行い、体温計４００が保持する基礎体温測定値等のデー
タがスマートフォン２００へ伝送される。これにより、スマートフォン２００は、体温計
４００から、複数日の日ごとの被験者の基礎体温測定値と測定日時を表すデータを取得す
る。
【００６６】
　なお、体温計４００とスマートフォン２００との間の通信は、毎日行ってもよいし、こ
の例では、体温計４００が測定結果を保持可能な最大日数を超えない範囲で定期的に行っ
てもよい。
【００６７】
　なお、被験者がＮＦＣ通信部４９０を含まない体温計を用いて体温を測定した場合は、
ユーザは、スマートフォン２００の操作部２３０を操作して、基礎体温測定値と測定日時
を表すデータを手入力することもできる。
【００６８】
　ii）　また、ユーザは、スマートフォン２００の操作部２３０を用いて、月経開始日、
月経最終日、月経周期といった今回の月経に関する情報を入力する。併せて、ユーザは、
前回の月経（今回の月経の月経開始日の前日を最終日とする月経）に関する情報を入力し
てもよい。
【００６９】
　なお、今回の月経に関する情報は、スマートフォン２００、または、サーバ３００が、
基礎体温測定値にもとづいて、公知の手法により月経周期（月経開始日および月経最終日
）を推定することにより決定してもよい。ユーザが、月経開始日（または月経最終日）の
みを入力した場合には、上記の推定において、ユーザが入力した月経開始日（または月経
最終日）を参酌して月経最終日（または月経開始日）および月経周期を推定してもよい。
そのようにした場合、ユーザである婦人は、月経開始日、月経最終日、月経周期等の情報
を、操作部２３０を介して入力する必要がなく、入力の手間が省ける。
【００７０】
　iii）　次に、ユーザは、スマートフォン２００の操作部２３０を操作して、スマート
フォン２００に、各種情報をネットワーク通信部２９０からネットワーク９００を介して
サーバ３００へ送信させる。ここでの各種情報には、スマートフォン２００が体温計４０
０から取得した基礎体温測定値および測定日時のデータ（基礎体温データ）、今回の月経
に関する情報のデータが含まれる。また、各種情報に、前回の月経に関する情報のデータ
が含まれてもよい。
【００７１】
　iv）　サーバ３００は、ネットワーク通信部３９０において、ネットワーク９００から
基礎体温データ、今回の月経に関する情報のデータを受信する。このとき、サーバ３００
は、併せて、前回の月経に関する情報のデータを受信してもよい。なお、サーバ３００は
、受信した基礎体温データに含まれる基礎体温測定値にもとづいて、公知の手法により月
経周期（月経開始日および月経最終日）を推定し、今回および前回の月経に関する情報を
決定してもよい。また、ユーザは、スマートフォン２００以外の装置（サーバ３００その
ものや図示しないネットワーク９００に接続されたパーソナル・コンピュータ等）を操作
することにより、サーバ３００に対し、今回および前回の月経に関する情報を入力しても
よい。
【００７２】
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　サーバ３００は、体温取得部として動作する制御部３１０の制御下において、ネットワ
ーク通信部３９０がネットワーク９００を介してスマートフォン２００から受信した基礎
体温データを、記憶部３２０のデータベース３２１に蓄積する。
【００７３】
　なお、サーバ３００は、受信した基礎体温データに含まれる基礎体温測定値に、被験者
が何らかの疾病等に罹患することにより生じた発熱による異常値や、測定ミス等により生
じた異常値があるかどうかチェックし、検出された異常値を基礎体温データから取り除い
てもよい。そして、取り除かれた体温測定値に測定日に関して近接する他の基礎体温測定
値を用いて、取り除かれた体温測定値に相当する推定値を補間により生成し、データベー
ス３２１に蓄積してもよい。また、サーバ３００は、受信した基礎体温データをチェック
し、測定されなかった日が存在することを認めた場合には、当該非測定日の基礎体温測定
値に相当する推定値を、非測定日に関して近接する他の基礎体温測定値を用いて補間によ
り生成し、データベース３２１に蓄積してもよい。
【００７４】
　また、サーバ３００は、月経周期取得部として動作する制御部３１０の制御下において
、ネットワーク通信部３９０がネットワーク９００を介してスマートフォン２００から受
信した今回や前回の月経に関する情報（月経開始日、月経最終日等）のデータを、記憶部
３２０のデータベース３２１に蓄積する。なお、サーバ３００が、今回や前回の月経に関
する情報を推定により決定する場合には、月経周期推定部として動作する制御部３１０に
よる推定の結果を、月経周期取得部として動作する制御部３１０が、データベース３２１
に蓄積する。
【００７５】
　ｖ）　次に、サーバ３００の、評価部として動作する制御部３１０が、今回の月経周期
（月経開始日から月経最終日までの期間）に含まれる複数の日に測定された基礎体温測定
値に基づいて、被験者であるユーザの黄体の機能の評価を行う。具体的には、評価部とし
て動作する制御部３１０は、複数の基礎体温測定値から、黄体機能を評価するための評価
指標を導出し、当該評価指標に基づいて黄体の機能が正常であるか、不全であるか、を評
価する。したがって、評価部として動作する制御部３１０は、複数の基礎体温測定値にも
とづいて、黄体の機能を、少なくとも、正常、および、不全、といった２段階に評価する
ことができる。
【００７６】
　また、評価部として動作する制御部３１０は、黄体の機能が不全であると評価した場合
、評価指標に基づいて、排卵の有無を推定することができる。よって、評価部として動作
する制御部３１０は、複数の基礎体温測定値にもとづいて、黄体の機能を、少なくとも、
正常、または、黄体機能は不全であるものの排卵は有る（有った）、もしくは、黄体機能
は不全であり排卵も無い（無かった）、といった３段階に評価することも可能である。
【００７７】
　上記の黄体機能に関する評価に加え、評価部として動作する制御部３１０は、被験者の
月経周期についての評価や、卵胞期の長短についての評価をすることもできる。
【００７８】
　vi）評価部による評価が完了すると、サーバ３００は、出力部として動作する制御部３
１０の制御下において、ネットワーク通信部３９０からネットワーク９００を介してスマ
ートフォン２００へ、評価の結果を出力する。評価の結果は、例えば、黄体機能の評価、
月経周期についての評価、卵胞期の長短についての評価等を含み、さらに、これらの評価
を総合して決定されるコメントや、評価結果を図案に置き換えた画像や音声などのデータ
を含んでよい。また、評価の結果には、評価に際し基礎体温測定値から導出された複数の
評価指標に関する情報が含まれてもよい。
【００７９】
　なお、サーバ３００は、出力部として動作する制御部３１０の制御下において、自機の
表示部３４０に評価の結果を表示させてもよい。あるいは、サーバ３００は、出力部とし
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て動作する制御部３１０の制御下において、自機の音声合成部（不図示）に評価の結果を
音声として出力させてもよい。サーバ３００による評価結果の出力の態様は、ネットワー
ク９００への送出、表示部３４０による画像表示、音声合成部による音声出力等を含み、
それらに限定されない。
【００８０】
　vii）スマートフォン２００は、そのネットワーク受信部２９０において、ネットワー
ク９００を介してサーバ３００から送られる評価結果のデータを受信する。
【００８１】
　viii）　スマートフォン２００は、受信した評価結果のデータをメモリ２２０に記憶す
る。そして、ユーザが、スマートフォン２００の操作部２３０を操作して、評価結果の表
示をスマートフォン２００に対して指示すると、スマートフォン２００は、通知部として
動作する制御部２１０の制御下において、表示部２４０に、評価結果を表示する。
【００８２】
　なお、スマートフォン２００は、通知部として動作する制御部２１０の制御下において
、自機の音声合成部（不図示）に評価の結果を音声として出力させてもよい。スマートフ
ォン２００による評価結果のユーザへの通知の態様は、表示部２４０による画像表示、音
声合成部による音声出力等を含み、それらに限定されない。
【００８３】
　具体的には、スマートフォン２００は、通知部として動作する制御部２１０の制御下に
おいて、図５および図６に示すような評価結果の表示を行う。図５は、黄体機能が正常で
あると評価された場合の結果表示の一例であり、図６は、黄体機能が不全であると評価さ
れた場合の結果表示の一例である。
【００８４】
　図５および図６に示すように、スマートフォン２００の表示部２４０には、黄体機能の
評価、月経周期についての評価、卵胞期の長短についての評価等を総合して決定される評
価コメント２４１が表示され、併せて、基礎体温曲線２４２、および、基礎体温曲線の特
徴を抽出して生成される基礎体温曲線模式図２４３が表示される。模式図２４３にかかる
画像データは、スマートフォン２００の制御部２１０が描画部として動作することにより
、制御部２１０が黄体機能等の評価の結果に基づいて基礎体温曲線の模式図の画像を生成
し、表示部２４０に模式図２４３として、基礎体温曲線２４２に重畳させて表示させる。
模式図２４３は、ユーザが、自身の基礎体温曲線の特徴をより直観的に把握することを助
けることを目的として、表示される。
【００８５】
　図５および図６の例においては、評価結果は、評価コメント２４１の形式でユーザに通
知されるが、評価結果の通知の形態はこれに限定されない。評価結果は、黄体機能の評価
、月経周期についての評価、卵胞期の長短についての評価等それぞれについて、個別的に
表示されることにより、ユーザに通知されてもよい。
【００８６】
　このようにして、本発明の一実施形態であるシステム１００は、被験者（ユーザ）の基
礎体温測定値に基づいて、黄体機能等の評価を行い、評価の結果を、ユーザに通知するこ
とができる。本システム１００により、ユーザは、これまで医師に診断を依頼しなければ
得られなかった自身の黄体機能に関する知見を簡便に、人に知られずに、取得できるよう
になる。また、システム１００においては、評価結果の通知（例：評価コメント２４１）
に加え、基礎体温曲線の模式図２４３がユーザに提示される。そのため、ユーザは、評価
結果の裏付けとなるデータを直観的に理解可能な形態で提供され、ユーザの自身の体調に
対する理解が促進される。そのため、評価結果が芳しくない内容を含むものであった場合
に、ユーザに、医師の診察を受けるなどの適切な行動を積極的に選択させる効果が期待さ
れる。
【００８７】
　３．サーバ動作詳細
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　以下、黄体機能評価装置として動作するサーバ３００がする動作を、添付の図面に示す
フローチャートを参照し、詳細に説明する。
【００８８】
　３．１．動作の流れ概要
　先ず、図７を参照し、サーバの動作の流れを概略的に説明する。
【００８９】
　ここではサーバ３００は、既に被験者の基礎体温データおよび今回の月経に関する情報
のデータは、記憶部３２０に保持されているものとする。
【００９０】
　ステップＳ１において、サーバ３００の制御部３１０は、体温取得部として動作するこ
とにより、基礎体温測定値に、被験者が何らかの疾病等に罹患することにより生じた発熱
による異常値や、測定ミス等により生じた異常値があるかどうかチェックし、検出された
異常値を基礎体温データから取り除く。
【００９１】
　ステップＳ２において、制御部３１０は、取り除かれた体温測定値に測定日に関して近
接する他の基礎体温測定値を用いて、取り除かれた体温測定値に相当する推定値を補間に
より生成し、基礎体温データを再構成する。また、サーバ３００の制御部３１０は、当該
非測定日の基礎体温測定値に相当する推定値を、非測定日に関して近接する他の基礎体温
測定値を用いて補間により生成し、基礎体温データを再構成する。
【００９２】
　ステップＳ３において、サーバ３００の制御部３１０は、月経周期取得部として動作す
ることにより、今回の月経に関する情報のデータをもとに、今回の月経の月経開始日およ
び月経最終日を特定する。
【００９３】
　ステップＳ４において、サーバ３００の制御部３１０は、評価部として動作することに
より、基礎体温データに含まれる複数の基礎体温測定値にもとづいて、後述する複数の評
価指標を導出する。評価指標およびステップＳ４にかかる評価指標導出動作については、
後ほど図８Ａ乃至図８Ｄを参照し、詳細に説明する。
【００９４】
　ステップＳ５において、サーバ３００の制御部３１０は、評価部として動作することに
より、基礎体温測定値に基づいて導出された複数の評価指標にもとづいて、黄体の機能を
評価する。ステップＳ５にかかる黄体機能評価動作については、後ほど図９Ａ乃至図９Ｇ
を参照し、詳細に説明する。
【００９５】
　ステップＳ６において、サーバ３００の制御部３１０は、評価部として動作することに
より、基礎体温測定値に基づいて導出された複数の評価指標にもとづいて、黄体の機能以
外についての評価を行う。黄体の機能以外についての評価とは、例えば、月経周期につい
ての評価や、卵胞期の長短についての評価である。ステップＳ６にかかる黄体機能以外の
評価動作については、後ほど図１０Ａおよび図１０Ｂを参照し、詳細に説明する。
【００９６】
　ステップＳ７において、サーバ３００の制御部３１０は、出力部として動作することに
より、黄体機能および黄体機能以外の評価の結果を予め定めた形態で出力する。本システ
ム１００では、評価の結果は、スマートフォン２００へ送信される。
【００９７】
　３．２．評価指標導出動作の流れ
　これより、図８Ａ乃至図８Ｄを参照し、評価指標およびステップＳ４にかかる評価指標
導出動作について詳細に説明する。
【００９８】
　図８Ａを参照すれば、ステップＳ４０１において、評価部としての制御部３１０（以下
、「評価部」と略称する。）は、今回の月経の周期に含まれる基礎体温測定値のうちで最
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高および最低の値を、それぞれ、評価指標「最高温度」および「最低温度」として特定す
る。
【００９９】
　ステップＳ４０２において、評価部は、今回の月経の周期（以下、特に誤解のおそれが
ない場合には、「月経周期」と略称する。）の第６日以降の基礎体温曲線の傾斜（評価指
標「６日目以降傾斜」）を求める。なお、月経周期は、月経開始日を第１日とし、月経最
終日に終了する期間である。
【０１００】
　ここでの、「６日目以降傾斜」とは、月経周期第６日から月経最終日までの基礎体温測
定値を、例えば最小二乗法などを用いて、直線で近似したときに得られる近似直線の傾き
である。
【０１０１】
　ステップＳ４０３において、評価部は、ステップＳ４０２において求めた指標「６日目
以降傾斜」が、非負（ゼロまたは正）であるか否か、について判定する。指標「６日目以
降傾斜」が非負であれば（「ＹＥＳ」）、処理はステップＳ４１０へ移行する。指標「６
日目以降傾斜」が負であれば（「ＮＯ」）、処理はステップＳ４０４へ移行する。
【０１０２】
　ステップＳ４０４において、評価部は、最高温度と最低温度との差（最高温度－最低温
度）が、摂氏０．４０度以上であるか否か、について判定する。当該差が摂氏０．４０度
以上であれば（「ＹＥＳ」）、処理はステップＳ４０８へ移行する。当該差が摂氏０．４
０度未満であれば（「ＮＯ」）、処理はステップＳ４０５へ移行する。
【０１０３】
　ステップＳ４０５において、評価部は、月経周期内の複数の基礎体温測定値について、
８日以上連続して基礎体温測定値が最高温度－摂氏０．２５度以下である期間が存在する
か否か、について判定する。当該期間が存在すると判定された場合（「ＹＥＳ」）、処理
はステップＳ４０６へ移行する。当該期間は存在しないと判定された場合（「ＮＯ」）、
処理は、ステップＳ４０７へ移行する。
【０１０４】
　ステップＳ４０６において、評価部は、月経周期内の複数の基礎体温測定値について、
ステップＳ４０５において存在すると判定された期間よりも後に、９日以上連続して基礎
体温測定値が最低温度＋摂氏０．２５度以上である期間が存在するか否か、について判定
する。当該期間が存在すると判定された場合（「ＹＥＳ」）、処理はステップＳ４１０へ
移行する。当該期間は存在しないと判定された場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ４
０７へ移行する。
【０１０５】
　ステップＳ４０７において、評価部は、評価指標「相数」を、１相性に決定する。なお
、評価指標「相数」は、基礎体温曲線が高温相と低温相とを含む２相性であるか、否か（
１相性）かに関する指標である。
【０１０６】
　また、ステップＳ４０８において、評価部は、月経周期内の複数の基礎体温測定値につ
いて、８日以上連続して基礎体温測定値が最低温度＋摂氏０．２５度以下である期間が存
在するか否か、について判定する。当該期間が存在すると判定された場合（「ＹＥＳ」）
、処理はステップＳ４０９へ移行する。当該期間は存在しないと判定された場合（「ＮＯ
」）、処理は、ステップＳ４０７へ移行する（評価指標「相数」は、１相性に決定される
）。
【０１０７】
　ステップＳ４０９において、評価部は、月経周期内の複数の基礎体温測定値について、
ステップＳ４０８において存在すると判定された期間よりも後に、９日以上連続して基礎
体温測定値が最高温度－摂氏０．２５度以上である期間が存在するか否か、について判定
する。当該期間が存在すると判定された場合（「ＹＥＳ」）、処理はステップＳ４１０へ
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移行する。当該期間は存在しないと判定された場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ４
０７へ移行する（評価指標「相数」は、１相性に決定される）。
【０１０８】
　図８Ｂを参照すれば、ステップＳ４１０において、評価部は、評価指標「高温相初日」
を特定する。
【０１０９】
　ここでの「高温相初日」は、月経周期の第５日以降の日であって、その日に測定された
基礎体温測定値であって、その値が、月経周期の第１日からの基礎体温測定値の平均値＋
摂氏０．１０度の値を上回る日を指す。ただし、当該条件を満足する日が複数ある場合に
は、月経最終日の１４日前に最も近い日を「高温相初日」とする。
【０１１０】
　ステップＳ４１１において、評価部は、ステップＳ４１０において評価指標「高温相初
日」を特定することができたか否か、（上記した条件を満足する日が存在したか否か、）
について判定する。ステップＳ４１０において評価指標「高温相初日」が特定された場合
（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ４１２へ移行する。ステップＳ４１０において評価
指標「高温相初日」が特定されなかった場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ４２１へ
移行する。
【０１１１】
　ステップＳ４１２において、評価部は、評価指標「低温相水準上限値」を導出する。
【０１１２】
　ここでの「低温相水準上限値」は、月経周期の第７日から低温相最終日（高温相初日の
前日）までの基礎体温測定値のうちで最高の値である。
【０１１３】
　ステップＳ４１３において、評価部は、評価指標「低温相水準下限値」を導出する。
【０１１４】
　ここでの「低温相水準下限値」は、月経周期の第７日から低温相最終日（高温相初日の
前日）までの基礎体温測定値のうちで最低の値である。
【０１１５】
　ステップＳ４１４において、評価部は、評価指標「低温相水準値」を導出する。
【０１１６】
　ここでの「低温相水準値」は、
低温相水準値＝（低温相水準上限値＋低温相水準下限値）／２、
で定まる値である。
【０１１７】
　ステップＳ４１５において、評価部は、評価指標「基礎体温不安定度」を導出する。
【０１１８】
　ここでの「基礎体温不安定度」は、月経周期の第７日から低温相最終日までに含まれる
日の基礎体温測定値についての以下の総和、
基礎体温不安定度
＝（ΣＭａｘ（基礎体温測定値－（高温相初日の基礎体温測定値＋摂氏０．１８度），０
））
／（低温相水準値算出範囲日数）、
であり、低温相水準値算出範囲日数は、月経周期の第７日から低温相最終日までの日数で
ある。
【０１１９】
　ステップＳ４１６において、評価部は、低温相水準値算出範囲（月経周期の第７日から
低温相最終日までの期間）において、高温相初日の基礎体温測定値＋摂氏０．１８度を上
回る日の数が、低温相水準値算出範囲日数の２５％を上回るか否か、について判定する。
当該上回る日の数が低温相水準値算出範囲日数の２５％を上回ると判定された場合（「Ｙ
ＥＳ」）、処理はステップＳ４１９へ移行する。当該上回る日の数が低温相水準値算出範



(18) JP 2013-230300 A 2013.11.14

10

20

30

40

50

囲日数の２５％を上回らないと判定された場合（「ＮＯ」）、処理はステップＳ４１７へ
移行する。
【０１２０】
　ステップＳ４１７において、評価部は、評価指標「高温相上昇完了日」を特定する。
【０１２１】
　ここでの「高温相上昇完了日」は、基礎体温が十分に上がりきった日であり、具体的に
は、高温相初日以降の日であってその日の基礎体温測定値が、低温相水準値＋摂氏０．３
０度以上であり、かつ、低温相水準上限値以上となる最初の日を指す。
【０１２２】
　ステップＳ４１８において、評価部は、評価指標「高温相下降完了日」を特定する。
【０１２３】
　ここでの「高温相下降完了日」は、基礎体温が比較的高い最後の日であって、具体的に
は、高温相初日以降の日であってその日の基礎体温測定値が、低温相水準上限値以上であ
り、最後の日を指す。
【０１２４】
　また、処理がステップＳ４１６からステップＳ４１９へ移行した場合、ステップＳ４１
９において、評価部は、評価指標「基礎体温不安定度」が摂氏０．０３度以上であるか否
か、について判定する。基礎体温不安定度が摂氏０．０３度以上であると判定された場合
（「ＹＥＳ」）、処理はステップＳ４２０へ移行する。基礎体温不安定度が摂氏０．０３
度未満であると判定された場合（「ＮＯ」）、処理はステップＳ４１７へ移行する。
【０１２５】
　ステップＳ４２０において、評価部は、評価指標「相数」を、１相性に決定する。
【０１２６】
　また、処理がステップＳ４１１からステップＳ４２１へ移行した場合、ステップＳ４２
１において、評価部は、評価指標「相数」を、１相性に決定する。
【０１２７】
　図８Ｃを参照すれば、ステップＳ４２１において、評価部は、ステップＳ４１７におい
て評価指標「高温相上昇完了日」を特定することができたか否か、（条件を満足する日が
存在したか否か、）について判定する。ステップＳ４１７において評価指標「高温相上昇
完了日」が特定された場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ４２２へ移行する。ステ
ップＳ４１７において評価指標「高温相上昇完了日」が特定されなかった場合（「ＮＯ」
）、処理は、ステップＳ４２７へ移行する。
【０１２８】
　ステップＳ４２２において、評価部は、評価指標「高温相下降開始日」を特定する。
【０１２９】
　ここでの「高温相下降開始日」は、高温相初日以降の日であってその日の基礎体温測定
値が、低温相水準値＋摂氏０．３０度以上であり、かつ、低温相水準上限値以上となる最
後の日を指す。
【０１３０】
　ステップＳ４２３において、評価部は、高温相上昇完了日から高温相下降開始日までの
期間の日数が、高温相初日から月経最終日までの期間の日数の３分の１を上回るか否か、
について判定する。高温相上昇完了日から高温相下降開始日までの期間の日数が、高温相
初日から月経最終日までの期間の日数の３分の１を上回ると判定された場合（「ＹＥＳ」
）、処理は、ステップＳ４２４へ移行する。上回らないと判定された場合（「ＮＯ」）、
処理は、ステップＳ４２６へ移行する。
【０１３１】
　ステップＳ４２４において、評価部は、評価指標「高温相水準値」を導出する。
【０１３２】
　ステップＳ４２４における導出過程では、高温相上昇完了日から高温相下降開始日まで
の基礎体温測定値の平均値を導出し、それを「高温相水準値」とする。
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【０１３３】
　また、処理がステップＳ４２３からステップＳ４２６へ移行した場合、ステップＳ４２
６において、評価部は、特定した「高温相上昇完了日」および「高温相下降開始日」を無
効にする。
【０１３４】
　そして、ステップＳ４２７において、評価部は、評価指標「高温相水準値」を導出する
。
【０１３５】
　ただし、ステップＳ４２７における導出過程では、ステップＳ４２４におけるそれと異
なり、高温相初日から高温相下降完了日までの基礎体温測定値の平均値を導出し、それを
「高温相水準値」とする。
【０１３６】
　ステップＳ４２４およびステップＳ４２７のいずれの場合においても、評価指標「高温
相水準値」は、高温相における基礎体温測定値の平均値としての意味を有する指標として
導出される。
【０１３７】
　ステップＳ４２５において、評価部は、高温相水準値と低温相水準値との差（高温相水
準値－低温相水準値）が、摂氏０．２２度を上回るか否か、について判定する。当該差が
摂氏０．２２度を上回ると判定された場合（「ＹＥＳ」）、処理はステップＳ４３１へ移
行する。当該差が摂氏０．２２度以下であると判定された場合（「ＮＯ」）、処理はステ
ップＳ４２８へ移行する。
【０１３８】
　ステップＳ４２８において、評価部は、高温相水準値と低温相水準値との差（高温相水
準値－低温相水準値）が、摂氏０．００度以上か否か、について判定する。当該差が摂氏
０．００度以上であると判定された場合（「ＹＥＳ」）、処理はステップＳ４２９へ移行
する。当該差が摂氏０．００度未満であると判定された場合（「ＮＯ」）、処理はステッ
プＳ４３０へ移行する。
【０１３９】
　ステップＳ４２８において、評価部は、高温相水準値の２倍の値から、低温相水準値お
よび低温相水準上限値とを差し引いた値が、摂氏０．１５度以上か否か、について判定す
る。当該差し引いた値が摂氏０．１５度以上であると判定された場合（「ＹＥＳ」）、処
理はステップＳ４３１へ移行する。当該差し引いた値が摂氏０．１５度未満であると判定
された場合（「ＮＯ」）、処理はステップＳ４３０へ移行する。
【０１４０】
　ステップＳ４２０において、評価部は、評価指標「相数」を、１相性に決定する。
【０１４１】
　図８Ｄを参照すれば、ステップＳ４３１において、評価部は、評価指標「高温相上昇完
了日」を特定することができたか否か、（特定され、かつ、無効化されていないか、）に
ついて判定する。評価指標「高温相上昇完了日」が特定されていると判定された場合（「
ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ４３２へ移行する。評価指標「高温相上昇完了日」が特
定されていないと判定された場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ４３９へ移行する。
【０１４２】
　ステップＳ４３２において、評価部は、評価指標「上昇後最大下降日」を特定する。
【０１４３】
　ここでの「上昇後最大下降日」は、高温相において前日の基礎体温測定値からの下降量
が最も大きい日であって、具体的には、
・候補１：高温相上昇完了日の翌日から高温相下降開始日の前々日までの期間において、
その日の基礎体温測定値が、高温相水準値＋摂氏０．１０度以下である日、
・候補２：高温相上昇完了日の翌日および高温相下降開始日で、その日の基礎体温測定値
が、低温相水準値＋摂氏０．２０度を上回り、かつ、高温相水準値＋摂氏０．２０度以下
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である日、
のうちで、最も基礎体温測定値が低い日を指す。
【０１４４】
　ステップＳ４３３において、評価部は、評価指標「上昇後下降日水準値」を導出する。
【０１４５】
　ステップＳ４３３における導出過程では、「上昇後下降日水準値」は、高温相上昇完了
日から高温相下降開始日までに含まれる日の基礎体温測定値についての以下の総和、
上昇後下降日水準値
＝（ΣＭａｘ（Ｍｉｎ（基礎体温測定値，低温相水準値＋摂氏０．３０度）－低温相水準
値，０））
／（上昇後下降日水準値算出範囲において基礎体温測定値が、低温相水準値＋摂氏０．３
０度未満である日の日数）、
であり、上昇後下降日水準値算出範囲は、高温相上昇完了日から高温相下降開始日までの
期間である。ただし、上式の分子が摂氏ゼロ度となり、分母が１日となる場合は、上昇後
下降日水準値を、摂氏０．３００度とする。
【０１４６】
　ステップＳ４３４において、評価部は、評価指標「高温期安定度」を導出する。
【０１４７】
　ステップＳ４３４における導出過程では、「高温期安定度」は、高温相上昇完了日から
高温相下降開始日までに含まれる基礎体温測定値についての以下の総和、
高温期安定度
＝（ΣＭａｘ（Ｍｉｎ（基礎体温測定値，低温相水準値＋摂氏０．３０度）－低温相水準
値，０））
／（高温期安定度算出範囲日数）、
であり、高温期安定度算出範囲日数は、高温相上昇完了日から高温相下降開始日までの日
数である。
【０１４８】
　ステップＳ４３５において、評価部は、評価指標「上昇後下降日数」を導出する。
【０１４９】
　ステップＳ４３５における導出過程では、「上昇後下降日数」は、高温相上昇完了日か
ら高温相下降開始日までに含まれる日であってその日の基礎体温測定値が、低温相水準値
＋摂氏０．３０度未満である日の日数である。
【０１５０】
　また、処理がステップＳ４３６からステップＳ４３９へ移行した場合、ステップＳ４３
９において、評価部は、評価指標「上昇後下降日水準値」を導出する。
【０１５１】
　ただし、ステップＳ４３９における導出過程では、ステップＳ４３３におけるそれと異
なり、「上昇後下降日水準値」は、高温相初日から高温相最終日までに含まれる日の基礎
体温測定値についての以下の総和、
上昇後下降日水準値
＝（ΣＭａｘ（Ｍｉｎ（基礎体温測定値，低温相水準値＋摂氏０．３０度）－低温相水準
値，０））
／（上昇後下降日水準値算出範囲において基礎体温測定値が、低温相水準値＋摂氏０．３
０度未満である日の日数）、
であり、上昇後下降日水準値算出範囲は、高温相初日から高温相最終日までの期間である
。ただし、上式の分子が摂氏ゼロ度となり、分母が１日となる場合は、上昇後下降日水準
値を、摂氏０．３００度とする。
【０１５２】
　ステップＳ４３３およびステップＳ４３９のいずれの場合においても、評価指標「上昇
後下降日水準値」は、高温相における基礎体温測定値のうち、低温相水準値＋摂氏０．３
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０度を下回る基礎体温測定値のみについての平均値としての意味を有する指標として導出
される。
【０１５３】
　また、処理がステップＳ４３６からステップＳ４３９へ移行した場合、ステップＳ４４
０において、評価部は、評価指標「高温期安定度」を導出する。
【０１５４】
　ただし、ステップＳ４４０における導出過程では、ステップＳ４３４におけるそれと異
なり、「高温期安定度」は、高温相初日から高温相最終日までに含まれる基礎体温測定値
についての以下の総和、
高温期安定度
＝（ΣＭａｘ（Ｍｉｎ（基礎体温測定値，低温相水準値＋摂氏０．３０度）－低温相水準
値，０））
／（高温期安定度算出範囲日数）、
であり、高温期安定度算出範囲日数は、高温相初日から高温相最終日までの日数である。
【０１５５】
　ステップＳ４３４およびステップＳ４４０のいずれの場合においても、評価指標「高温
期安定度」は、高温相における基礎体温測定値の安定度を表す指標として導出される。
【０１５６】
　また、処理がステップＳ４３６からステップＳ４３９へ移行した場合、ステップＳ４４
１において、評価部は、評価指標「上昇後下降日数」を導出する。
【０１５７】
　ただし、ステップＳ４４１における導出過程では、ステップＳ４３５におけるそれと異
なり、「上昇後下降日数」は、高温相初日から高温相最終日までに含まれる日であってそ
の日の基礎体温測定値が、低温相水準値＋摂氏０．３０度未満である日の日数である。
【０１５８】
　ステップＳ４３５およびステップＳ４４１のいずれの場合においても、評価指標「上昇
後下降日数」は、高温相において、基礎体温測定値が、低温相水準値＋摂氏０．３０度未
満である日の日数を表す指標として導出される。
【０１５９】
　次に、ステップＳ４３６において、評価部は、評価指標「高温十分連続日数」を導出す
る。
【０１６０】
　ここでの「高温十分連続日数」は、高温相初日以降の日で構成される部分期間であって
、その日の基礎体温測定値が、Ｍａｘ（低温相水準値＋摂氏０．２０度，低温相水準上限
値）（低温相水準値＋摂氏０．２０度および低温相水準上限値のいずれか高い方の温度）
以上の値を有する日が連続する期間のうちで最長の期間の日数である。
【０１６１】
　つまり、指標「高温十分連続日数」は、低温相いおいて予め定めた温度よりも高い基礎
体温測定値が連続する日数を表す指標として導出される。
【０１６２】
　次に、ステップＳ４３７において、評価部は、評価指標「低温相不安定度」を導出する
。
【０１６３】
　ここでの「低温相不安定度」は、低温相における基礎体温測定値の変動の程度を表す指
標であって、具体的には、月経周期の第７日から低温相最終日までに含まれる日の基礎体
温測定値についての以下の総和、
低温相不安定度
＝Σ（基礎体温測定値のうちで、連続する２日の基礎体温測定値間の温度差が摂氏０．１
５度以上である連続する２日の基礎体温測定値の差の絶対値）／（低温相水準値算出範囲
日数－１）、
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であり、低温相水準値算出範囲日数は、月経周期の第７日から低温相最終日までの日数で
ある。
【０１６４】
　ステップＳ４３８において、評価部は、評価指標「相数」を、２相性に決定する。
【０１６５】
　以上ステップＳ４に含まれる処理により、評価部は、評価指標として、最高温度、最低
温度、６日目以降傾斜、相数、高温相初日、高温相上昇完了日、高温相下降開始日、高温
相下降完了日、高温相水準値、低温相水準値、低温相水準上限値、低温相水準下限値、基
礎体温不安定度、低温相不安定度、高温期安定度、上昇後最大下降日、上昇後下降日水準
値、上昇後下降日数、高温十分連続日数、を導出する。
【０１６６】
　以下で詳述するステップＳ５、ステップＳ６に含まれる処理においては、評価部は、ス
テップＳ４で導出した複数の評価指標のいくつかを用いて黄体機能の評価、および、黄体
機能以外についての評価を決定する。
【０１６７】
　３．３．黄体機能評価動作の流れ
　これより、図９Ａ乃至図９Ｇを参照し、黄体機能評価動作について詳細に説明する。
【０１６８】
　図９Ａを参照すれば、ステップＳ５０１において、評価部は、月経周期が、１８日以上
であるか否か、について判定する。月経周期が１８日以上であれば（「ＹＥＳ」）、処理
はステップＳ５０２へ移行する。月経周期が１８日未満であれば（「ＮＯ」）、処理はス
テップＳ５０４へ移行する。
【０１６９】
　ステップＳ５０２において、評価部は、基礎体温曲線の相数が、１相性であるか否か、
について判定する。基礎体温曲線が２相性であれば（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５
０３へ移行する。基礎体温曲線が１相性であれば（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５
０４へ移行する。
【０１７０】
　ステップＳ５０３において、評価部は、月経周期における高温相の日数が５日以上であ
るか否か、について判定する。高温相の日数が５日以上であれば（「ＹＥＳ」）、処理は
、ステップＳ５０５へ移行する。高温相の日数が５日未満であれば（「ＮＯ」）、処理は
、ステップＳ５０４へ移行する。
【０１７１】
　ステップＳ５０４において、評価部は、黄体機能についての評価を「不全（排卵無し）
」に決定する。
【０１７２】
　図９Ｂを参照すれば、ステップＳ５０５において、評価部は、ステップＳ４において評
価指標「高温相上昇完了日」を特定することができたか否か、について判定する。ステッ
プＳ４において評価指標「高温相上昇完了日」が特定された場合（「ＹＥＳ」）、処理は
、ステップＳ５０６へ移行する。ステップＳ４において評価指標「高温相上昇完了日」が
特定されなかった場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５１４へ移行する。
【０１７３】
　ステップＳ５０６において、評価部は、高温相上昇完了日から高温相下降開始日までの
日数が５日以上であるか否か、について判定する。当該日数が５日以上である場合（「Ｙ
ＥＳ」）、処理は、ステップＳ５０７へ移行する。当該日数が５日未満である場合（「Ｎ
Ｏ」）、処理は、ステップＳ５１１へ移行する。
【０１７４】
　ステップＳ５０７において、評価部は、高温十分連続日数が２日以下であるか否か、に
ついて判定する。当該日数が２日以下である場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５
１２へ移行する。当該日数が２日未満である場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５０
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８へ移行する。
【０１７５】
　ステップＳ５０８において、評価部は、高温十分連続日数が３日であるか否か、につい
て判定する。当該日数が３日である場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５０９へ移
行する。当該日数が３日以外である場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５１４へ移行
する。
【０１７６】
　ステップＳ５０９において、評価部は、低温相不安定度が摂氏０．２００度以上である
か否か、について判定する。低温相不安定度が摂氏０．２００度以上である場合（「ＹＥ
Ｓ」）、処理は、ステップＳ５１０へ移行する。当該不安定度が摂氏０．２００度未満で
ある場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５１４へ移行する。
【０１７７】
　ステップＳ５１０において、評価部は、高温相安定度が摂氏０．２７５度未満であるか
否か、について判定する。高温相安定度が摂氏０．２７５度未満である場合（「ＹＥＳ」
）、処理は、ステップＳ５１１へ移行する。当該安定度が摂氏０．２７５度以上である場
合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５１４へ移行する。
【０１７８】
　ステップＳ５１１において、評価部は、黄体機能についての評価を「不全（排卵無し）
」に決定する。
【０１７９】
　また、ステップＳ５１２において、評価部は、低温相不安定度が摂氏０．１００度以上
であるか否か、について判定する。低温相不安定度が摂氏０．１００度以上である場合（
「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５１３へ移行する。当該不安定度が摂氏０．１００度
未満である場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５１４へ移行する。
【０１８０】
　ステップＳ５１３において、評価部は、高温相安定度が摂氏０．２４０度未満であるか
否か、について判定する。高温相安定度が摂氏０．２４０度未満である場合（「ＹＥＳ」
）、処理は、ステップＳ５１１へ移行する。当該安定度が摂氏０．２４０度以上である場
合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５１４へ移行する。
【０１８１】
　図９Ｃを参照すれば、ステップＳ５１４において、評価部は、月経周期が、２１日以上
であるか否か、について判定する。月経周期が２１日以上であれば（「ＹＥＳ」）、処理
はステップＳ５１５へ移行する。月経周期が２１日未満であれば（「ＮＯ」）、処理はス
テップＳ５２０へ移行する。
【０１８２】
　ステップＳ５１５において、評価部は、月経周期における高温相の日数が８日以上であ
るか否か、について判定する。高温相の日数が８日以上であれば（「ＹＥＳ」）、処理は
、ステップＳ５１６へ移行する。高温相の日数が８日未満であれば（「ＮＯ」）、処理は
、ステップＳ５２０へ移行する。
【０１８３】
　ステップＳ５１６において、評価部は、ステップＳ４において評価指標「高温相上昇完
了日」を特定することができたか否か、について判定する。ステップＳ４において評価指
標「高温相上昇完了日」が特定された場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５２１へ
移行する。ステップＳ４において評価指標「高温相上昇完了日」が特定されなかった場合
（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５１７へ移行する。
【０１８４】
　ステップＳ５１７において、評価部は、月経周期における高温相の日数が９日以上であ
るか否か、について判定する。高温相の日数が９日以上であれば（「ＹＥＳ」）、処理は
、ステップＳ５２４へ移行する。高温相の日数が９日未満であれば（「ＮＯ」）、処理は
、ステップＳ５１８へ移行する。
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【０１８５】
　ステップＳ５１８において、評価部は、低温相不安定度が摂氏０．２００度未満である
か否か、について判定する。低温相不安定度が摂氏０．２００度未満である場合（「ＹＥ
Ｓ」）、処理は、ステップＳ５２４へ移行する。当該不安定度が摂氏０．２００度以上で
ある場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５１９へ移行する。
【０１８６】
　ステップＳ５１９において、評価部は、黄体機能についての評価を「不全（排卵有り）
または不全（排卵無し）」に決定する。
【０１８７】
　ステップＳ５２１において、評価部は、高温相上昇完了日から高温相下降開始日までの
日数が９日以上であるか否か、について判定する。当該日数が９日以上である場合（「Ｙ
ＥＳ」）、処理は、ステップＳ５２４へ移行する。当該日数が９日未満である場合（「Ｎ
Ｏ」）、処理は、ステップＳ５２２へ移行する。
【０１８８】
　ステップＳ５２２において、評価部は、高温相上昇完了日から高温相下降開始日までの
日数が８日であるか否か、について判定する。当該日数が８日である場合（「ＹＥＳ」）
、処理は、ステップＳ５２３へ移行する。当該日数が８日以外である場合（「ＮＯ」）、
処理は、ステップＳ５２０へ移行する。
【０１８９】
　ステップＳ５２３において、評価部は、低温相不安定度が摂氏０．２００度未満である
か否か、について判定する。低温相不安定度が摂氏０．２００度未満である場合（「ＹＥ
Ｓ」）、処理は、ステップＳ５２４へ移行する。当該不安定度が摂氏０．２００度以上で
ある場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５２０へ移行する。
【０１９０】
　ステップＳ５２０において、評価部は、ステップＳ５１９と同様、黄体機能についての
評価を「不全（排卵有り）または不全（排卵無し）」に決定する。
【０１９１】
　図９Ｄを参照すれば、ステップＳ５２４において、評価部は、ステップＳ４にて求めた
評価指標から導出される二次的評価指標（Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５、ＰＡ、ＰＢ、
ＰＣ）を導出する。
【０１９２】
　以下に二次的評価指標の導出過程について詳細に説明するが、先ず、評価指標Ｐ１、Ｐ
２、Ｐ３、Ｐ４、Ｐ５の導出過程について説明する。Ｐ１乃至Ｐ５は、それぞれ、１、２
、または、３のいずれかの値を取る。評価指標Ｐ１乃至Ｐ５は、それぞれ、別の観点から
黄体機能の良好さを表す指標であり、いずれも、値が小さいほど、黄体機能が良好である
ことを意味する。
【０１９３】
　指標Ｐ１は、以下の関数ｆ１が返す値である。
【０１９４】
　関数ｆ１は、
・高温相水準値が、Ｍａｘ（低温相水準値＋摂氏０．３０度，（低温相水準値－摂氏３５
．２５度）×０．９＋摂氏３５．７０度）以上であれば、値として１を返し、
・上記条件が満たされない場合において、高温相水準値が、Ｍａｘ（低温相水準値＋摂氏
０．２５度，（低温相水準値－摂氏３５．２５度）×０．９＋摂氏３５．６５度）以上で
あれば、値として２を返し、
・上記２つの条件のいずれもが満たされない場合に、値として３を返す、
関数である。
【０１９５】
　指標Ｐ２は、以下の関数ｆ２が返す値である。
【０１９６】
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　関数ｆ２は、
・高温相水準値が、Ｍａｘ（低温相水準上限値＋摂氏０．２０度，（低温相水準上限値－
摂氏３５．００度）×（６／７）＋摂氏３５．４０度）以上であれば、値として１を返し
、
・上記条件が満たされない場合において、高温相水準値が、Ｍａｘ（低温相水準上限値＋
摂氏０．０５度，（低温相水準上限値－摂氏３５．０５度）×（６／７）＋摂氏３５．３
５度）以上であれば、値として２を返し、
・上記２つの条件のいずれもが満たされない場合に、値として３を返す、
関数である。
【０１９７】
　指標Ｐ３は、以下の関数ｆ３が返す値である。
【０１９８】
　関数ｆ３は、
・上昇後最大下降日における基礎体温測定値が、Ｍａｘ（低温相水準値＋摂氏０．４０度
，（低温相水準値－摂氏３５．２０度）×（２／３）＋摂氏３５．９０度）以上であれば
、値として１を返し、
・上記条件が満たされない場合において、上昇後最大下降日における基礎体温測定値が、
Ｍａｘ（低温相水準値＋摂氏０．２４度，（低温相水準値－摂氏３５．１２度）×（７／
８）＋摂氏３５．５３度）以上であれば、値として２を返し、
・上記２つの条件のいずれもが満たされない場合に、値として３を返す、
関数である。
【０１９９】
　指標Ｐ４は、以下の関数ｆ４が返す値である。
【０２００】
　関数ｆ４は、
・上昇後最大下降日における基礎体温測定値が、低温相水準上限値に摂氏０．１６度を足
した値以上であれば、値として１を返し、
・上記条件が満たされない場合において、上昇後最大下降日における基礎体温測定値が、
低温相水準上限値から摂氏０．０５度を差し引いた値以上であれば、値として２を返し、
・上記２つの条件のいずれもが満たされない場合に、値として３を返す、
関数である。
【０２０１】
　指標Ｐ５は、以下の関数ｆ５が返す値である。
【０２０２】
　関数ｆ５は、
・上昇後最大下降日における基礎体温測定値が、高温相水準値から摂氏０．１６度を差し
引いた値以上であれば、値として１を返し、
・上記条件が満たされない場合において、上昇後最大下降日における基礎体温測定値が、
Ｍｉｎ（Ｍａｘ（高温相水準値－摂氏０．４２度，（高温相水準値－摂氏３５．００度）
×０．５＋摂氏３５．４５度），高温相水準値－摂氏０．２６度）以上であれば、値とし
て２を返し、
・上記２つの条件のいずれもが満たされない場合に、値として３を返す、
関数である。
【０２０３】
　次に、評価指標ＰＡ、ＰＢ、ＰＣの導出過程について説明する。評価指標ＰＡ乃至ＰＣ
は、それぞれ、別の観点から黄体機能の良好さを表す指標であり、いずれも、値が小さい
ほど、黄体機能が良好であることを意味する。
【０２０４】
　指標ＰＡは、ＰＡ＝Ｐ１＋Ｐ２＋Ｐ３＋Ｐ４＋Ｐ５、として導出される。
【０２０５】
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　指標ＰＢは、ＰＢ＝Ｐ３＋Ｐ４＋Ｐ５、として導出される。
【０２０６】
　指標ＰＣは、Ｐ１乃至Ｐ５のうちの最大値（ＰＣ＝Ｍａｘ（Ｐ１，Ｐ２，Ｐ３，Ｐ４，
Ｐ５））として導出される。
【０２０７】
　さて、ステップＳ５２５において、評価部は、ステップＳ４において評価指標「高温相
上昇完了日」を特定することができたか否か、について判定する。ステップＳ４において
評価指標「高温相上昇完了日」が特定された場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５
２６へ移行する。ステップＳ４において評価指標「高温相上昇完了日」が特定されなかっ
た場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５４１へ移行する。
【０２０８】
　ステップＳ５２６において、評価部は、高温相上昇完了日から高温相下降開始日までの
日数が９日以上であるか否か、について判定する。当該日数が９日以上である場合（「Ｙ
ＥＳ」）、処理は、ステップＳ５４１へ移行する。当該日数が９日未満である場合（「Ｎ
Ｏ」）、処理は、ステップＳ５２７へ移行する。
【０２０９】
　ステップＳ５２７において、評価部は、高温相初日から高温相上昇完了日までの日数が
３日以下であるか否か、について判定する。当該日数が３日以下である場合（「ＹＥＳ」
）、処理は、ステップＳ５２８へ移行する。当該日数が３日よりも多い場合（「ＮＯ」）
、処理は、ステップＳ５４１へ移行する。
【０２１０】
　ステップＳ５２８において、評価部は、ステップＳ５２４において導出された二次的評
価指標ＰＣの値が２以下であるか否か、について判定する。ＰＣの値が２以下である場合
（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５２９へ移行する。当該値が２よりも大きい場合（
「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５４１へ移行する。
【０２１１】
　ステップＳ５２９において、評価部は、ステップＳ５２４において導出された二次的評
価指標ＰＡの値が６以下であるか否か、について判定する。ＰＡの値が６以下である場合
（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５３２へ移行する。当該値が６よりも大きい場合（
「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５３０へ移行する。
【０２１２】
　ステップＳ５３０において、評価部は、ステップＳ５２４において導出された二次的評
価指標ＰＡの値が７以上９以下であるか否か、について判定する。ＰＡの値が７以上９以
下である場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５３１へ移行する。当該値が９よりも
大きい場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５４１へ移行する。
【０２１３】
　ステップＳ５３１において、評価部は、黄体機能についての評価を「正常または不全（
排卵有り）」に決定する。
【０２１４】
　図９Ｅを参照すれば、ステップＳ５３２において、評価部は、ステップＳ５２４におい
て導出された二次的評価指標ＰＢの値が３以下であるか否か、について判定する。ＰＢの
値が３以下である場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５３６へ移行する。当該値が
３よりも大きい場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５３３へ移行する。
【０２１５】
　ステップＳ５３３において、評価部は、上昇後下降日数が１日以上であるか否か、につ
いて判定する。上昇後下降日数が１日以上である場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップ
Ｓ５３４へ移行する。上昇後下降日数が１日未満である場合（「ＮＯ」）、処理は、ステ
ップＳ５３５へ移行する。
【０２１６】
　ステップＳ５３４において、評価部は、黄体機能についての評価を「正常または不全（
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排卵有り）」に決定する。
【０２１７】
　また、ステップＳ５３５においては、評価部は、黄体機能についての評価を「正常」に
決定する。
【０２１８】
　また、ステップＳ５３６において、評価部は、上昇後下降日数が１日以上であるか否か
、について判定する。上昇後下降日数が１日以上である場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ス
テップＳ５３７へ移行する。上昇後下降日数が１日未満である場合（「ＮＯ」）、処理は
、ステップＳ５３５へ移行する。
【０２１９】
　ステップＳ５３７において、評価部は、上昇後下降日数が３日以上であるか否か、につ
いて判定する。上昇後下降日数が３日以上である場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップ
Ｓ５４０へ移行する。上昇後下降日数が３日未満である場合（「ＮＯ」）、処理は、ステ
ップＳ５３８へ移行する。
【０２２０】
　ステップＳ５３８において、評価部は、高温期安定度が摂氏０．２９８度未満であるか
否か、について判定する。高温期安定度が摂氏０．２９８度未満である場合（「ＹＥＳ」
）、処理は、ステップＳ５３９へ移行する。当該安定度が摂氏０．２９８度以上である場
合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５３５へ移行する。
【０２２１】
　ステップＳ５３９において、評価部は、黄体機能についての評価を「正常または不全（
排卵有り）」に決定する。
【０２２２】
　また、ステップＳ５４０においては、評価部は、黄体機能についての評価を「不全（排
卵有り）」に決定する。
【０２２３】
　図９Ｆを参照すれば、ステップＳ５４１において、評価部は、上昇後下降日水準値が摂
氏０．２２０度以上か否か、について判定する。上昇後下降日水準値が摂氏０．２２０度
以上である場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５４２へ移行する。当該水準値が摂
氏０．２２０度未満である場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５５３へ移行する。
【０２２４】
　ステップＳ５４２において、評価部は、高温期安定度が摂氏０．２９５度以上であるか
否か、について判定する。高温期安定度が摂氏０．２９５度以上である場合（「ＹＥＳ」
）、処理は、ステップＳ５４７へ移行する。当該安定度が摂氏０．２９５度未満である場
合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５４３へ移行する。
【０２２５】
　ステップＳ５４３において、評価部は、高温期安定度が摂氏０．２８８度以上であるか
否か、について判定する。高温期安定度が摂氏０．２８８度以上である場合（「ＹＥＳ」
）、処理は、ステップＳ５４４へ移行する。当該安定度が摂氏０．２８８度未満である場
合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５５３へ移行する。
【０２２６】
　ステップＳ５４４において、評価部は、月経周期における高温相の日数が９日以上であ
るか否か、について判定する。高温相の日数が９日以上であれば（「ＹＥＳ」）、処理は
、ステップＳ５４５へ移行する。高温相の日数が９日未満であれば（「ＮＯ」）、処理は
、ステップＳ５５３へ移行する。
【０２２７】
　ステップＳ５４５において、評価部は、上昇後下降日数が３日未満であるか否か、につ
いて判定する。上昇後下降日数が３日未満である場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップ
Ｓ５４６へ移行する。上昇後下降日数が３日以上である場合（「ＮＯ」）、処理は、ステ
ップＳ５５３へ移行する。
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【０２２８】
　ステップＳ５４６において、評価部は、黄体機能についての評価を「正常または不全（
排卵有り）」に決定する。
【０２２９】
　また、ステップＳ５４７において、評価部は、ステップＳ４において評価指標「高温相
上昇完了日」を特定することができたか否か、について判定する。ステップＳ４において
評価指標「高温相上昇完了日」が特定された場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５
４８へ移行する。ステップＳ４において評価指標「高温相上昇完了日」が特定されなかっ
た場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５４３へ移行する。
【０２３０】
　ステップＳ５４８において、評価部は、ステップＳ５４８において導出された二次的評
価指標ＰＡの値が９以下であるか否か、について判定する。ＰＡの値が９以下である場合
（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５４９へ移行する。当該値が９よりも大きい場合（
「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５４３へ移行する。
【０２３１】
　ステップＳ５４９において、評価部は、ステップＳ５２４において導出された二次的評
価指標ＰＣの値が２以下であるか否か、について判定する。ＰＣの値が２以下である場合
（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５５０へ移行する。当該値が２よりも大きい場合（
「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５４３へ移行する。
【０２３２】
　ステップＳ５５０において、評価部は、月経周期における高温相の日数が９日以上であ
るか否か、について判定する。高温相の日数が９日以上であれば（「ＹＥＳ」）、処理は
、ステップＳ５５２へ移行する。高温相の日数が９日未満であれば（「ＮＯ」）、処理は
、ステップＳ５５１へ移行する。
【０２３３】
　ステップＳ５５１において、評価部は、高温十分連続日数が８日以上であるか否か、に
ついて判定する。当該日数が８日以上である場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５
５２へ移行する。当該日数が８日未満である場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５５
６へ移行する。
【０２３４】
　ステップＳ５５２において、評価部は、黄体機能についての評価を「不全（排卵有り）
」に決定する。
【０２３５】
　図９Ｇを参照すれば、ステップＳ５５３において、評価部は、高温十分連続日数が８日
以上であるか否か、について判定する。当該日数が８日以上である場合（「ＹＥＳ」）、
処理は、ステップＳ５５５へ移行する。当該日数が８日未満である場合（「ＮＯ」）、処
理は、ステップＳ５５４へ移行する。
【０２３６】
　ステップＳ５５４において、評価部は、黄体機能についての評価を「不全（排卵有り）
または不全（排卵無し）」に決定する。
【０２３７】
　また、ステップＳ５５５において、評価部は、上昇後下降日水準値が摂氏０．２０５度
未満か否か、について判定する。上昇後下降日水準値が摂氏０．２０５度未満である場合
（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ５５６へ移行する。当該水準値が摂氏０．２０５度
以上である場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ５５４へ移行する。
【０２３８】
　ステップＳ５５６において、評価部は、黄体機能についての評価を「不全（排卵有り）
」に決定する。
【０２３９】
　以上、ステップＳ５に含まれる処理により、評価部は、黄体機能についての評価を、「
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正常」、「不全（排卵有り）」、および、「不全（排卵無し）」、ならびに、それらのう
ちのいくつかの和に決定する。
【０２４０】
　以下で詳述するステップＳ６に含まれる処理においては、評価部は、ステップＳ４で導
出した複数の評価指標のいくつかを用いて黄体機能以外についての評価を決定する。
【０２４１】
　３．４．黄体機能以外の評価動作の流れ
　これより、図１０Ａおよび図１０Ｂを参照し、黄体機能以外についての評価動作につい
て詳細に説明する。
【０２４２】
　図１０Ａを参照すれば、ステップＳ６０１において、評価部は、月経周期の日数に基づ
いて、移行の処理を分岐させる。月経周期が２４日以下であれば（「２４日以下」）、処
理は、ステップＳ６０２へ移行し、月経周期が９１日以上であれば（「９１日以上」）、
処理は、ステップＳ６０７へ移行し、月経周期が３９日以上９０日以下であれば（「３９
日以上９０日以下」）、処理は、ステップＳ６０８へ移行し、月経周期が２５日以上３８
日以下であれば（「２５日以上３８日以下」）、処理は、ステップＳ６１３へ移行する。
【０２４３】
　月経周期が２４日以下であれば、ステップＳ６０２において、評価部は、月経は「頻発
月経である」と評価する。そして、処理は、ステップＳ６０３へ移行する。
【０２４４】
　ステップＳ６０３において、評価部は、月経周期における低温相の日数が１１日以下で
あるか否か、について判定する。低温相の日数が１１日以下であれば（「ＹＥＳ」）、処
理は、ステップＳ６０４へ移行する。低温相の日数が１１日より多ければ（「ＮＯ」）、
処理は、ステップＳ６１６へ移行する。
【０２４５】
　ステップＳ６０４において、評価部は、月経周期における高温相の日数が１０日以上で
あるか否か、について判定する。高温相の日数が１０日以上であれば（「ＹＥＳ」）、処
理は、ステップＳ６０５へ移行する。高温相の日数が１０日未満であれば（「ＮＯ」）、
処理は、ステップＳ６１６へ移行する。
【０２４６】
　ステップＳ６０５において、評価部は、ステップＳ５において決定された黄体機能の評
価に、排卵は有った、という評価が含まれるか否か、について判定する。黄体機能評価に
「排卵有り」が含まれる場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ６０６へ移行する。黄
体機能評価に「排卵有り」が含まれない場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ６１６へ
移行する。
【０２４７】
　ステップＳ６０６において、評価部は、卵胞期は「短い」と評価する。そして、処理は
、ステップＳ６１６へ移行する。
【０２４８】
　また、月経周期が９１日以上であれば、ステップＳ６０７において、評価部は、月経は
「続発性無月経である」と評価する。そして、処理は、ステップＳ６１６へ移行する。
【０２４９】
　また、月経周期が３９日以上９０日以下であれば、ステップＳ６０８において、評価部
は、月経は「稀発月経である」と評価する。そして、処理は、ステップＳ６０９へ移行す
る。
【０２５０】
　ステップＳ６０９において、評価部は、月経周期における低温相の日数が２５日以上で
あるか否か、について判定する。低温相の日数が２５日以上であれば（「ＹＥＳ」）、処
理は、ステップＳ６１０へ移行する。低温相の日数が２５日未満であれば（「ＮＯ」）、
処理は、ステップＳ６１６へ移行する。
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【０２５１】
　ステップＳ６１０において、評価部は、月経周期における高温相の日数が１６日以下で
あるか否か、について判定する。高温相の日数が１６日以下であれば（「ＹＥＳ」）、処
理は、ステップＳ６１１へ移行する。高温相の日数が１６日より多ければ（「ＮＯ」）、
処理は、ステップＳ６１６へ移行する。
【０２５２】
　ステップＳ６１１において、評価部は、ステップＳ５において決定された黄体機能の評
価に、排卵は有った、という評価が含まれるか否か、について判定する。黄体機能評価に
「排卵有り」が含まれる場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ６１２へ移行する。黄
体機能評価に「排卵有り」が含まれない場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ６１６へ
移行する。
【０２５３】
　ステップＳ６１２において、評価部は、卵胞期は「長い」と評価する。そして、処理は
、ステップＳ６１６へ移行する。
【０２５４】
　また、月経周期が２５日以上３８日以下であれば、ステップＳ６１３において、評価部
は、前回の月経の周期（今回の月経の開始日の前日を最終日とする月経の周期）が、９０
日以下であるか否か、について判定する。前回の月経周期が９０日以下であれば（「ＹＥ
Ｓ」）、処理はステップＳ６１４へ移行する。前回の月経周期が９０日より多ければ（「
ＮＯ」）、処理はステップＳ６１６へ移行する。
【０２５５】
　ステップＳ６１４において、評価部は、前回の月経周期の日数と、今回の月経周期の日
数と、を比較し、両者の差が８日以上であるか否か、について判定する。両者の差が、８
日以上であれば（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ６１５へ移行する。両者の差が、８
日未満であれば（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ６１６へ移行する。
【０２５６】
　ステップＳ６１５において、評価部は、月経は「不正月経周期」であると評価する。そ
して、処理は、ステップＳ６１６へ移行する。
【０２５７】
　図１０Ｂを参照すれば、ステップＳ６１６において、評価部は、基礎体温曲線の相数が
、１相性であるか否か、について判定する。基礎体温曲線が２相性であれば（「ＮＯ」）
、処理は、ステップＳ６１７へ移行する。基礎体温曲線が１相性であれば（「ＹＥＳ」）
、処理は、ステップＳ６１９へ移行する。
【０２５８】
　ステップＳ６１７において、評価部は、低温相水準値が、摂氏３５．５０度以下である
か否か、について判定する。低温相水準値が、摂氏３５．５０度以下である場合（「ＹＥ
Ｓ」）、処理は、ステップＳ６１８へ移行する。低温相水準値が、摂氏３５．５０度より
高い場合（「ＹＥＳ」）、ステップＳ６の処理は、終了（リターン）し、ステップＳ７へ
移行する。
【０２５９】
　ステップＳ６１８において、評価部は、被験者の体温は「低い」と評価する。そして、
ステップＳ６の処理は、終了（リターン）し、ステップＳ７へ移行する。なお、ステップ
Ｓ６において本ステップを通過しない場合、評価部は、（デフォルト値として）被験者の
体温は「低くない」と評価してよい。
【０２６０】
　また、ステップＳ６１９において、評価部は、月経周期における平均温度が、摂氏３５
．５０度以下であるか否か、について判定する。月経周期における平均温度が、摂氏３５
．５０度以下である場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ６１８へ移行する。月経周
期における平均温度が、摂氏３５．５０度より高い場合（「ＹＥＳ」）、ステップＳ６の
処理は、終了（リターン）し、ステップＳ７へ移行する。
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【０２６１】
　以上、ステップＳ６に含まれる処理により、評価部は、黄体機能以外についての評価を
、決定することができる。黄体機能以外の評価には、卵胞期の長短、月経、被験者の体温
等が含まれ、それらに限定されない。
【０２６２】
　上述したように、サーバ３００は、最後に、ステップＳ７として、制御部３１０が出力
部として動作することにより、黄体機能および黄体機能以外の評価の結果を予め定めた形
態で出力する。このとき出力される情報には、評価結果の他に、いくつかの評価指標の値
が含まれてよい。
【０２６３】
　以下では、スマートフォン２００が、評価結果およびいくつかの評価指標の値のデータ
を受け取って、当該データに基づいて、基礎体温曲線の模式図を描画する態様が示される
。しかしながら、以下に示す描画動作をサーバ３００が行い、結果として得られる画像デ
ータを、スマートフォン２００へ送出し、スマートフォン２００がサーバ３００から受け
取った画像データに基づいて、基礎体温曲線模式図を表示させてもよい。
【０２６４】
　４．スマートフォンによる模式図の描画
　これより、スマートフォン２００の制御部２１０が描画部として動作することにより行
われる基礎体温曲線模式図の描画について詳細に説明する。
【０２６５】
　図１１Ａ乃至図１１Ｃは、描画部として動作するスマートフォン２００の制御部２１０
が、サーバ３００より受け取った評価結果およびいくつかの評価指標のデータに基づいて
基礎体温曲線の模式図の画像データを生成する動作のフローチャートである。
【０２６６】
　図１１Ａを参照すれば、ステップＳ７０１において、描画部として制御部２１０（以下
、「描画部」と略称する。）は、ステップＳ５においてなされた黄体機能の評価の結果に
基づいて、移行の処理を分岐させる。黄体機能評価結果が、「不全（排卵有り）」または
「不全（排卵有り）または不全（排卵無し）」であれば、処理は、ステップＳ７０３へ移
行する。他方、黄体機能評価結果が、「正常」、「正常または不全（排卵有り）」、また
は、「不全（排卵無し）」であれば、処理は、ステップＳ７０２へ移行する。
【０２６７】
　ステップＳ７０２において、描画部は、サーバ３００から取得した評価指標「上昇後最
大下降日」の値を無効化する。そして、処理は、ステップＳ７０５へ移行する。
【０２６８】
　また、ステップＳ７０３において、描画部は、サーバ３００から取得した評価指標「上
昇後最大下降日」の日における基礎体温測定値から、サーバ３００から取得した評価指標
「低温相水準値」の値を差し引いた値が、摂氏０．３０度以上であるか否か、について判
定する。当該差し引いた値が、摂氏０．３０度以上である場合（「ＹＥＳ」）、処理はス
テップＳ７０４へ移行する。当該差し引いた値が、摂氏０．３０度未満である場合（「Ｎ
Ｏ」）、処理はステップＳ７０５へ移行する。
【０２６９】
　ステップＳ７０４において、描画部は、サーバ３００から取得した評価指標「上昇後最
大下降日」の日における基礎体温測定値から、サーバ３００から取得した評価指標「低温
相水準上限値」の値を差し引いた値が、摂氏０．００度以上であるか否か、について判定
する。当該差し引いた値が、摂氏０．００度以上である場合（「ＹＥＳ」）、処理はステ
ップＳ７０２へ移行する。当該差し引いた値が、摂氏０．００度未満である場合（「ＮＯ
」）、処理はステップＳ７０５へ移行する。
【０２７０】
　図１１Ｂを参照すれば、ステップＳ７０５において、描画部は、サーバ３００から取得
した評価指標「（基礎体温曲線の）相数」が、１相性であるか否か、について判定する。
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当該相数が２相性であれば（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ７０６へ移行する。基礎体
当該相数が１相性であれば（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ７１３へ移行する。
【０２７１】
　ステップＳ７０６において、描画部は、最初の座標値（第１の座標の値）を、（月経周
期の第１日，低温相水準値）に決定する。
【０２７２】
　ステップＳ７０７において、描画部は、その次の座標値（第２の座標の値）を、（低温
相最終日，低温相水準値）に決定する。
【０２７３】
　ステップＳ７０８において、描画部は、サーバ３００から取得したデータに基づいて、
ステップＳ４において評価指標「高温相上昇完了日」を特定することができたか否か、に
ついて判定する。ステップＳ４において評価指標「高温相上昇完了日」が特定された場合
（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ７１０へ移行する。ステップＳ４において評価指標
「高温相上昇完了日」が特定されなかった場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ７０９
へ移行する。
【０２７４】
　ステップＳ７０９において、描画部は、さらにその次の座標値（第３の座標の値）を、
（高温相初日，高温相水準値）に決定する。
【０２７５】
　ステップＳ７１０において、描画部は、さらにその次の座標値（第３の座標の値）を、
（高温相上昇完了日，高温相水準値）に決定する。
【０２７６】
　ステップＳ７１１において、描画部は、サーバ３００から取得したデータに基づいて、
ステップＳ４において評価指標「上昇後最大下降日」を特定することができたか否か、に
ついて判定する。ステップＳ４において評価指標「上昇後最大下降日」が特定された場合
（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ７１２へ移行する。ステップＳ４において評価指標
「上昇後最大下降日」が特定されなかった場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ７１５
へ移行する。
【０２７７】
　ステップＳ７１２において、描画部は、さらにその次の座標値（第４の座標の値）を、
（上昇後最大下降日，上昇後最大下降日の基礎体温測定値）に決定する。
【０２７８】
　また、ステップＳ７１３において、描画部は、最初の座標値（第１の座標の値）を、（
月経周期の第１日，月経周期の平均温度）に決定する。
【０２７９】
　ステップＳ７１４において、描画部は、その次の座標値（第２の座標の値）を、（月経
周期の最終日，月経周期の平均温度）に決定する。
【０２８０】
　図１１Ｃを参照すれば、ステップＳ７１５において、描画部は、サーバ３００から取得
したデータに基づいて、ステップＳ４において評価指標「高温相下降開始日」を特定する
ことができたか否か、について判定する。ステップＳ４において評価指標「高温相下降開
始日」が特定された場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステップＳ７１７へ移行する。ステッ
プＳ４において評価指標「高温相下降開始日」が特定されなかった場合（「ＮＯ」）、処
理は、ステップＳ７１６へ移行する。
【０２８１】
　ステップＳ７１６において、描画部は、さらにその次の座標値（第４（または第５）の
座標の値）を、（月経周期の最終日，高温相水準値）に決定する。
【０２８２】
　また、ステップＳ７１７において、描画部は、サーバ３００から取得したデータに基づ
いて、ステップＳ４において特定された評価指標「高温相下降開始日」が月経最終日と一
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致するか否か、について判定する。両日が一致する場合（「ＹＥＳ」）、処理は、ステッ
プＳ７１６へ移行する。両日が一致しない場合（「ＮＯ」）、処理は、ステップＳ７１８
へ移行する。
【０２８３】
　ステップＳ７１８において、描画部は、さらにその次の座標値（第４（または第５）の
座標の値）を、（高温相下降開始日，高温相水準値）に決定する。
【０２８４】
　ステップＳ７１９において、描画部は、さらにその次の座標値（第５（または第６）の
座標の値）を、（月経周期の最終日，低温相水準値）に決定する。
【０２８５】
　ステップＳ７２０において、描画部は、ステップＳ７０１乃至ステップＳ７１９におい
て決定された複数の座標値を、第１の座標値、第２の座標値、・・・の順に接続されるよ
うに線分を描画する。
【０２８６】
　このようにして生成された基礎体温曲線模式図（折れ線グラフ）を基礎体温測定値に基
づく基礎体温曲線に重畳して表示することにより、ユーザは、自身の黄体機能等についよ
り直観的に理解することが可能となり、その結果として、ユーザが、医師の診察を受ける
等、適切な行動を積極的に実行することが期待できる。
【０２８７】
　５．まとめ
　このように本システム１００は、黄体機能等の評価を行い、評価の結果を、ユーザに通
知することができる。ユーザは、自身の黄体機能に関する知見を簡便に、かつ人に知られ
ずに、取得できる。また、システム１００は、基礎体温曲線の模式図をユーザに提示する
。そのため、ユーザは、自身の体調について、手軽に直観的に理解でき、その結果として
、ユーザに適切な行動（医師の診察を受ける等）を促す効果が期待できる。
【０２８８】
　なお、本明細書において、黄体機能が不全である、とは、黄体機能が正常でない状態を
全て含む意味で用いられる。つまり、黄体機能が不全である状態には、黄体機能は正常で
はないものの排卵は行われるケース、および、黄体機能は正常ではなく排卵も行われない
ケースの両方が含まれる。
【０２８９】
　本システム１００は、ハードウェアとしての、体温計、スマートフォン（端末装置）、
コンピュータ（サーバ）、および、ソフトウェア（それらのプロセッサにより実行される
コンピュータ・プログラム）により、実現可能である。
【０２９０】
　当該プログラムは、アプリケーションソフトウェアとして、ＣＤ、ＤＶＤ、フラッシュ
メモリなどの記録媒体に記録することができる。この記録媒体に記録されたアプリケーシ
ョンソフトウェアを、スマートフォン、パーソナル・コンピュータ、ＰＤＡ（パーソナル
・デジタル・アシスタンツ）などの実質的なコンピュータ装置にインストールすることに
よって、それらのコンピュータ装置に、基礎体温データの送受信、黄体機能評価、黄体機
能評価の送受信、黄体機能評価結果の表示等を実行させることができる。
【０２９１】
　なお、スマートフォン２００にサーバ３００の機能を組み込んでもよい。また、そのよ
うなスマートフォンに、さらに体温計４００のセンサ部４３０を組み込むことにより、本
システム１００を、実質的にスマートフォンのみで構成することも可能である。
【０２９２】
　また、前段のようなスマートフォンを、パーソナル・コンピュータ、タブレット型コン
ピュータ等により構成してもよい。
【０２９３】
　つまり、本発明の一態様である黄体機能評価装置は、
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　或る被験者についての複数日にわたる基礎体温測定値の情報を含む基礎体温データを取
得する体温取得部と、
　複数日中に含まれる月経開始日、および、月経開始日に対応する月経最終日の情報を取
得する月経周期取得部と、
　月経開始日から前記月経最終日までの期間中の相異なる日に測定された複数の基礎体温
測定値に基づいて、黄体の機能を評価する評価部と、
　評価部による黄体機能評価の結果を出力する出力部と、を有し、
　さらに、
　外部の体温計が検出した体温を基礎体温測定値として当該外部の体温計から受信し、体
温取得部へ出力する通信部と、
　出力部が出力した前記黄体機能評価の結果を受けて、当該結果をユーザへ通知する通知
部と、を有する黄体機能評価装置であってもよい。
【０２９４】
　なお、体温計４００にサーバ３００およびスマートフォン２００の機能を組み込んでも
よい。そうすることにより、本システム１００を、実質的にそのような体温計のみで構成
することも可能である。
【０２９５】
　つまり、本発明の一態様である黄体機能評価装置は、
　或る被験者についての複数日にわたる基礎体温測定値の情報を含む基礎体温データを取
得する体温取得部と、
　複数日中に含まれる月経開始日、および、月経開始日に対応する月経最終日の情報を取
得する月経周期取得部と、
　月経開始日から前記月経最終日までの期間中の相異なる日に測定された複数の基礎体温
測定値に基づいて、黄体の機能を評価する評価部と、
　評価部による黄体機能評価の結果を出力する出力部と、を有し、
　さらに、
　体温を検出するセンサ部と、
　出力部が出力した黄体機能評価の結果を受けて、当該結果をユーザへ通知する通知部と
、を有し、
　体温取得部は、センサ部が検出した体温を前記基礎体温測定値として取得する、黄体機
能評価装置であってもよい。
【０２９６】
　また、動作フローに示された各ステップは、例であり、その他のフローにより、本シス
テム１００を実現することも当然のことながら可能である。また、各ステップの順番や構
成は、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、任意に置き換え、統合、分割、が可能である。
【０２９７】
　なお、図１０ＡのステップＳ６０６、Ｓ６１２等における卵胞期の長短の評価と関連し
、上記実施例では、卵胞期の日数の正常な範囲として、「高温相の日数、および、月経周
期の日数がともに正常と考えられる範囲」を想定しており、卵胞期の日数の正常範囲を、
「おおむね１１から２４日程度」としている。そして、上記実施例では、当該正常範囲と
の比較において、卵胞期の「長短」の評価が行われる。
【０２９８】
　また、上記実施例では、ここでは、「低温相＝卵胞期」および「高温相＝黄体期」を想
定している。「月経周期の日数＝低温相の日数＋高温相の日数」であるから、上記実施例
では、卵胞期の日数を、「卵胞期の日数＝低温相の日数＝月経周期の日数－高温相の日数
」より求めている。
【０２９９】
　また、上記実施例では、月経周期の日数が正常である範囲として、２５～３８日を想定
している。また、上記実施例では、高温相の日数が正常である範囲として、１１～１６日
（１４日が標準）を想定している。よって、上記実施例では、卵胞期の日数の目安として
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【０３００】
　しかしながら、上記の数値は、一例に過ぎず、別の数値であっても、本発明を実施する
ことは可能である。
【０３０１】
　例えば、卵胞期の日数が正常である範囲の目安として、おおむね１２～１８日程度とし
てもよい。或る文献（日本産科婦人科学会　研修コーナー（５９巻４号　２００７年）ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｏｇ．ｏｒ．ｊｐ／ａｃｔｉｖｉｔｙ／ｐｄｆ／ｋｅｎｓｈｕ
＿５９－４．ｐｄｆ）によれば、「低温相は、通常１２～１８日であり、２０日以上持続
する場合はＦＳＨ分泌不全による卵胞発育の遅延を疑う。」とある。
【０３０２】
　実施例に挙げた数値は、いずれも、一例に過ぎず、本発明は、それら数値例により、限
定されるものではない。
【符号の説明】
【０３０３】
１００　　黄体機能評価システム
２００　　スマートフォン（端末装置）
２００Ｍ　スマートフォン本体
２１０　　スマートフォン制御部
２２０　　メモリ
２３０　　スマートフォン操作部
２４０　　表示部
２４１　　黄体機能評価結果にもとづくコメント
２４２　　基礎体温曲線
２４３　　基礎体温曲線模式図
２８０　　ＮＦＣ通信部
２９０　　ネットワーク通信部
３００　　サーバ（黄体機能評価装置）
３１０　　サーバ制御部
３２０　　サーバ記憶部
３２１　　データベース
３３０　　サーバ操作部
３４０　　サーバ表示部
３９０　　ネットワーク通信部
４００　　体温計
４００Ｍ　ケーシング
４１０　　体温計制御部
４２０　　メモリ
４３０　　センサ部
４４０　　体温計表示部
４９０　　ＮＦＣ通信部
９００　　ネットワーク
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